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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバにネットワークを介して接続される録画機器の録画状況を、前記ネットワークを
介して前記サーバに接続される端末装置に通知するための録画状況通知方法であって、
　前記サーバが、少なくとも１つのキーワードを予め記憶するキーワード記憶ステップと
、
　前記サーバが、前記録画機器から、前記録画機器で録画された番組を特定するデータを
含む録画番組情報を取得する録画番組情報取得ステップと、
　前記サーバが、各番組を特定するデータと、各番組に含まれる各シーンに関する情報を
含むシーンデータとが少なくとも関連付けられたシーン情報を取得するシーン情報取得ス
テップと、
　前記サーバが、取得した録画番組情報と取得したシーン情報とを関連付けた録画シーン
情報を生成する録画シーン情報生成ステップと、
　前記サーバが、生成した録画シーン情報から前記予め記憶したキーワードを含むシーン
データを抽出するシーンデータ抽出ステップと、
　前記サーバが、生成した録画シーン情報から前記予め記憶したキーワードを含むシーン
データが抽出された場合、前記キーワードを含むシーンが前記録画機器に録画されている
ことを前記端末装置へと通知する通知ステップとを備える、録画状況通知方法。
【請求項２】
　前記通知ステップにおいて、前記サーバが、前記キーワードを含むシーンが前記録画機
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器に録画されていることを通知するメールを前記端末装置へと送信する、請求項１に記載
の録画状況通知方法。
【請求項３】
　前記通知ステップにおいて、前記サーバが、前記キーワードを含むシーンが前記録画機
器に録画されていることを示す情報を前記端末装置にインストールされたアプリケーショ
ンに対して送信し、
　前記アプリケーションが、前記キーワードを含むシーンが前記録画機器に録画されてい
ることを通知する通知動作を行う、請求項１に記載の録画状況通知方法。
【請求項４】
　前記端末装置には、前記端末装置から出力される制御信号に基づいて通知動作を行う通
知装置が設けられ、
　前記通知ステップにおいて、前記サーバが、前記キーワードを含むシーンが前記録画機
器に録画されていることを示す情報を前記端末装置にインストールされたアプリケーショ
ンに対して送信し、
　前記アプリケーションが前記通知装置に前記通知動作を行わせるための前記制御信号を
送信する制御信号送信ステップを更に備える、請求項１に記載の録画状況通知方法。
【請求項５】
　前記端末装置へと送信するメールには、録画されたシーンを確認するためのページを表
示するための確認用ＵＲＬが記載されており、
　前記端末装置が前記確認用ＵＲＬにアクセスしたときに、生成した録画シーン情報に基
づき、前記録画機器に録画されている番組に含まれており、かつ、前記キーワードを含む
シーンの一覧を前記端末装置に送信するステップを更に備える、請求項２に記載の録画状
況通知方法。
【請求項６】
　ネットワークを介して接続される録画機器を制御する端末装置であって、
　前記録画機器で録画された各放送番組を特定するデータを含む録画番組情報を格納する
録画番組情報記憶部と、
　各放送番組を特定するデータと、放送番組に含まれる各シーンに関する情報を含むシー
ンデータとが少なくとも関連付けられたシーン情報を格納するシーンファイル記憶部と、
　前記取得した録画番組情報と前記取得したシーン情報とを関連付けた録画シーン情報を
生成する録画シーン情報抽出部と、
　前記生成した録画シーン情報に基づいて、録画番組及び録画番組を構成するシーンの一
覧を表示する表示部と、
　前記表示画面に表示されたシーンの一覧から選択されたシーンの前記録画機器による再
生を要求する再生要求送信部とを備える、端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークに接続された録画機器の録画状況をユーザ端末に通知する録画
状況通知方法、及び、当該録画機器に録画された番組に基づいて店舗情報をユーザ端末に
提示する店舗情報提示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　宅内に設置した録画機器をネットワーク経由で遠隔操作する技術が知られている。録画
機器は、インターネットを介して専用のサーバに接続される。ユーザは、パーソナルコン
ピュータや携帯端末からサーバの専用サイトにアクセスし、サーバによって提供されるＧ
ＵＩ（グラフィカル・ユーザ・インターフェース）を利用して、録画予約や予約確認を行
う。ユーザからの録画予約や予約確認の指示は、サーバから録画機器に送信される。録画
機器は、サーバから受信した指示に応じて、各種の処理を行う。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－４２８００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年普及している録画機器は、大容量のハードディスクドライブを内蔵しており、長時
間の録画が可能である。また、上述したようなＧＵＩを利用した遠隔制御を利用すること
によって、録画機器やテレビのリモコンを用いることなく、容易に番組の録画予約を行う
ことができるため、録画機器には長時間かつ多数の番組が記録されている場合がある。録
画機器に記録されている番組の数が増えたり、録画時間が長くなったりすると、ユーザが
希望する番組が録画機器に録画されたかどうかを把握しづらいという問題がある。
【０００５】
　また、数多くの番組を記録できる録画機器は、単なるコンテンツの記録装置にとどまら
ず、大量の情報を蓄積した情報源であるとも言える。したがって、蓄積されている大量の
情報の中から、ユーザが興味を持つ情報を抽出及び加工して、ユーザに提供することがで
きれば、ユーザにとっての利便性を大きく向上させることができる。
【０００６】
　それ故に、本発明の目的の１つは、録画機器の録画状況をユーザ端末にできる録画状況
通知方法を提供することである。また、本発明の目的の他の１つは、録画機器に録画され
た番組から店舗情報を抽出してユーザ端末に提示する店舗情報提示方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、サーバにネットワークを介して接続される録画機器の録画状況を、ネットワ
ークを介してサーバに接続される端末装置に通知するための録画状況通知方法に関する。
本発明に係る録画状況通知方法は、サーバが、少なくとも１つのキーワードを予め記憶す
るキーワード記憶ステップと、サーバが、録画機器から、録画機器で録画された番組を特
定するデータを含む録画番組情報を取得する録画番組情報取得ステップと、各番組を特定
するデータと、サーバが、各番組に含まれる各シーンに関する情報を含むシーンデータと
が少なくとも関連付けられたシーン情報を取得するシーン情報取得ステップと、サーバが
、取得した録画番組情報と取得したシーン情報とを関連付けた録画シーン情報を生成する
録画シーン情報生成ステップと、サーバが、生成した録画シーン情報から予め記憶したキ
ーワードを含むシーンデータを抽出するシーンデータ抽出ステップと、サーバが、生成し
た録画シーン情報から予め記憶したキーワードを含むシーンデータが抽出された場合、キ
ーワードを含むシーンが録画機器に録画されていることを端末装置へと通知する通知ステ
ップとを備える。
【０００８】
　また、本発明は、ネットワークを介して接続される録画機器を制御する端末装置に関す
る。本発明に係る端末装置は、録画機器で録画された各放送番組を特定するデータを含む
録画番組情報を格納する録画番組情報記憶部と、各放送番組を特定するデータと、放送番
組に含まれる各シーンに関する情報を含むシーンデータとが少なくとも関連付けられたシ
ーン情報を格納するシーンファイル記憶部と、取得した録画番組情報と取得したシーン情
報とを関連付けた録画シーン情報を生成する録画シーン情報抽出部と、生成した録画シー
ン情報に基づいて、録画番組及び録画番組を構成するシーンの一覧を表示する表示部と、
表示画面に表示されたシーンの一覧から選択されたシーンの録画機器による再生を要求す
る再生要求送信部とを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、録画機器から取得した録画番組に関する情報にシーン情報を関連付け
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ることによって、所望のキーワードを含む番組が録画されたことをユーザ端末に通知する
ことができる。また、録画機器から取得した録画番組に関する情報にシーン情報を関連付
けて利用することにより、録画機器に録画された番組に関連する店舗情報を抽出してユー
ザ端末に提示することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る録画機器制御システムのハードウェア構成を示す図
【図２】図１に示したシーン情報サーバの機能ブロック図
【図３】第１の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図
【図４】図３に示した録画機器が保持する録画番組情報の一例を示す図
【図５】第１の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図６】図５に示したシーン情報記憶部に格納される情報の一例を示す図
【図７】図５に示した録画番組情報記憶部に格納される情報の一例を示す図
【図８】図５に示した機器ＩＤ記憶部に格納される情報の一例を示す図
【図９】ユーザ端末上に表示される機器選択画面の一例を示す図
【図１０】ユーザ端末上に表示される録画番組一覧表示画面の一例を示す図
【図１１】ユーザ端末上に表示される録画シーン一覧表示画面の一例を示す図
【図１２】第１の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーン情報取得処理を示すフロー
チャート
【図１３】第１の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画番組情報取得処理を示すフロ
ーチャート
【図１４】第１の実施形態に係る録画機器が行う録画番組情報送信処理を示すフローチャ
ート
【図１５】第１の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画シーン情報送信処理を示すフ
ローチャート
【図１６】第２の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図１７】第２の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画番組情報取得処理を示すフロ
ーチャート
【図１８】第３の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図１９】ユーザ端末上に表示されるキーワード入力画面の一例を示す図
【図２０】ユーザ端末上に表示されるキーワード検索結果表示画面の一例を示す図
【図２１】第３の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画シーン情報送信処理を示すフ
ローチャート
【図２２】第４の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図２３】図２２に示したシーンファイル記憶部に格納されるシーンファイルの一例を示
す図
【図２４】第４の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図
【図２５】第４の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーンファイル生成処理を示すフ
ローチャート
【図２６】第４の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーンファイル送信処理を示すフ
ローチャート
【図２７】第４の実施形態に係る録画機器が行うシーンファイル取得処理を示すフローチ
ャート
【図２８】第４の実施形態に係る録画機器が行う録画シーン一覧表示処理を示すフローチ
ャート
【図２９】第５の実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック図
【図３０】第５の実施形態に係るユーザ端末が行う録画シーン一覧表示処理を示すフロー
チャート
【図３１】第６の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図３２】第６の実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック図
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【図３３】第７の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図３４】図３３に示したシーン情報記憶部格納されるシーン情報の一例を示す図
【図３５】第７の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画シーン情報送信処理のフロー
チャート
【図３６】第８の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図３７】第９の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図
【図３８】第１０の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図３９】図３８に示されるキーワード情報記憶部に格納される情報の一例を示す図
【図４０】図３８に示される機器ＩＤ／アドレス記憶部に格納される情報の一例を示す図
【図４１】ユーザ端末上に表示されるキーワード登録画面の一例を示す図
【図４２】第１０の実施形態に係る録画情報サーバが行うキーワード登録処理を示すフロ
ーチャート
【図４３】第１０の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーン抽出処理を示すフローチ
ャート
【図４４】第１０の実施形態に係る録画情報サーバからユーザ端末に送信されるメールの
一例を示す図
【図４５】録画情報サーバからユーザ端末に送信されるメールの他の一例を示す図
【図４６】ユーザ端末上に表示される確認ページ表示画面の一例を示す図
【図４７】図４５及び４６に示される確認ページ表示処理を示すフローチャート
【図４８】第１１の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図４９】図４８に示した抽出情報記憶部に格納される情報の一例を示す図
【図５０】第１１の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーン抽出処理を示すフローチ
ャート
【図５１】第１１の実施形態に係る録画情報サーバからユーザ端末に送信されるメールの
一例を示す図
【図５２】第１１の実施形態に係る録画情報サーバが行う再生指示送信処理を示すフロー
チャート
【図５３】キーワードにヒットした録画番組があることを通知する方法の変形例を説明す
るための図
【図５４】第１２及び第１３の実施形態において、録画機器が表示装置に表示する画面の
一例を示す図
【図５５】第１２及び第１３の実施形態に係る録画機器が備えるリモコンの一例を示す図
【図５６】第１２の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図
【図５７】第１２の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図５８】第１２の実施形態に係る録画機器が行う商品アイコン表示処理を示すフローチ
ャート
【図５９】第１２の実施形態に係る録画機器が行う商品ＩＤ送信処理を示すフローチャー
ト
【図６０】第１３の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図６１】第１３の実施形態に係る録画情報サーバが行う商品情報メール送信処理を示す
フローチャート
【図６２】第１４の実施形態において、ユーザ端末上に表示されるソート済み店舗情報の
一例を示す図
【図６３】第１４の実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック図
【図６４】第１４の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図６５】第１４の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図
【図６６】図６５に示した録画番組情報記憶部に格納される情報の一例を示す図
【図６７】第１４の実施形態に係るユーザ端末が行うソート済み店舗情報の表示処理を示
すフローチャート
【図６８】第１４の実施形態に係る録画機器が行う録画番組情報更新処理を示すフローチ
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ャート
【図６９】第１４の実施形態に係る録画情報サーバが行う店舗情報ソート処理を示すフロ
ーチャート
【図７０】第１５の実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック図
【図７１】第１６の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図
【図７２】第１６の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図
【図７３】第１６の実施形態に係る録画情報サーバが行うソート済み店舗情報の表示処理
を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜各実施形態に共通の構成＞
　図１は、本発明に係る録画機器制御システムのハードウェア構成を示す図である。
【００１２】
　録画機器制御システム１は、録画情報サーバ４と、録画機器５と、表示装置６と、ユー
ザ端末７とを備え、ユーザ端末７から録画情報サーバ４を介して録画機器５の遠隔制御を
実現する。
【００１３】
　録画情報サーバ４は、ＣＰＵ８と、メモリ９と、記憶装置１０と、ネットワークインタ
ーフェース１１とを少なくとも備える。記憶装置１０としては、例えばハードディスクド
ライブや光ディスクドライブを利用できる。ＣＰＵ８と、メモリ９と、記憶装置１０と、
ネットワークインターフェース１１とは、データバスを介して接続され、相互にデータの
送受信が可能である。
【００１４】
　録画機器５は、ハードディスクドライブ等の大容量記憶媒体を備えた装置である。録画
機器５は、ＣＰＵ１２と、メモリ１３と、記憶装置１４と、ネットワークインターフェー
ス１５と、チューナ１６と、デコーダ１７とを備える。記憶装置１４は、例えばハードデ
ィスクドライブや光ディスクドライブである。ＣＰＵ１２と、メモリ１３と、記憶装置１
４と、ネットワークインターフェース１５と、デコーダ１７とは、データバスを介して接
続され、相互にデータの送受信が可能である。チューナ１６には、放送信号を受信するた
めのアンテナ１８が接続されている。録画機器５がケーブルテレビのセットトップボック
スである場合は、アンテナ１８の代わりに、信号ケーブルがチューナ１６に接続される。
【００１５】
　表示装置６は、典型的には、液晶ディスプレイパネルやプラズマディスプレイパネルを
備えたテレビである。表示装置６は、チューナを内蔵しない単なるモニタ装置や投射装置
であっても良い。
【００１６】
　ユーザ端末７は、例えば、パーソナルコンピュータ１９、スマートフォン２０、携帯電
話２１である。ただし、ネットワークに接続可能で、表示画面を備えているものであれば
、タブレットコンピュータや、ＰＤＡ、携帯音楽プレーヤも利用できる。
【００１７】
　録画情報サーバ４と、録画機器５と、ユーザ端末７とは、ネットワークに接続され、相
互にデータの送受信が可能である。録画情報サーバ４、録画機器５、ユーザ端末７のネッ
トワークへの接続形態は特に限定されず、有線で接続されても良いし、無線で接続されて
も良い。また、録画機器５と表示装置６とは、ケーブルを介してデータ通信可能となるよ
うに接続されていても良いし、無線伝送でデータ通信可能となるように接続されていても
良い。録画機器５及びユーザ端末７は、ネットワーク上において一意な識別子によって識
別される。一意な識別子としては、製造番号、ＭＡＣアドレス等を利用することができる
。この一意な識別子は、機器ＩＤとして録画情報サーバ４に登録され、後述の処理で機器
を特定するために用いられる。
【００１８】
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　シーン情報サーバ２は、放送された番組の詳細を表すシーン情報を提供する。シーンと
は、番組を時系列で分割した複数のセグメントのそれぞれを指す。シーンの長さ（時間）
は、内容に応じて異なる。シーン情報は、放送された番組に含まれる複数のシーンに関す
るデータよりなり、各シーンに関するデータには、シーンを特定するための識別情報、カ
テゴリ、トピック、シーン詳細（シーンの説明文）、放送開始日時、放送終了日時、番組
内で使用されたキーワード、出演者、紹介された商品名・店舗名等の詳細なデータが含ま
れる。シーンを特定する識別情報としては、シーンＩＤやシーン名がある。ただし、以下
の各実施形態で必要なデータは、ユーザに提供するサービス内容に応じて異なるため、シ
ーン情報にこれら全てのデータが含まれている必要はない。
【００１９】
　図２は、図１に示したシーン情報サーバの機能ブロック図である。
【００２０】
　シーン情報サーバ２は、シーン情報入力部２５と、シーン情報記憶部２６と、シーン情
報要求受付部２７と、シーン情報送信部２８とを備える。シーン情報入力部２５は、端末
装置３から各シーンのデータ入力を受け付け、受け付けたデータをシーン情報記憶部２６
に格納する。シーン情報要求受付部２７は、録画情報サーバ４（図１）のシーン情報要求
部からシーン情報要求を受け付ける。シーン情報送信部２８は、シーン情報要求受付部２
７によるシーン情報要求に応答して、シーン情報記憶部２６に格納されているシーン情報
を取得し、取得した情報を録画情報サーバ４（図１）のシーン情報受付部に送信する。
【００２１】
　尚、後述する各実施形態では、シーン情報サーバ２から提供されるシーン情報が必須で
あるが、シーン情報が何らかの形で録画情報サーバ４に供給されれば、必ずしも図１に示
すように、録画情報サーバ４とシーン情報サーバ２とをネットワークで接続する必要はな
い。
【００２２】
　＜Ｉ．シーン毎に再生を制御＞
　第１～第９の実施形態では、シーン情報サーバ２から提供されるシーン情報と、録画機
器５から提供される録画番組情報とを関連付けた情報を利用して、従来行われていた番組
単位での再生制御に代えて、シーン単位での再生制御を実現する。
【００２３】
　（第１の実施形態）
　図３は、第１の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図であり、図４は、図３に示し
た録画機器が保持する録画番組情報の一例を示す図である。
【００２４】
　録画機器５は、録画制御部３０と、録画番組記憶部３１と、録画番組情報記憶部３２と
、再生制御部３３と、映像出力部３４と、録画番組情報要求受付部３５と、録画番組情報
送信部３６と、再生指示受付部３７とを備える。
【００２５】
　録画制御部３０は、放送番組の録画を制御する。録画制御部３０は、図１に示したデコ
ーダ１７によってデコードされた番組のデータを録画番組記憶部３１に格納することによ
って番組の録画を行う。また、録画した番組を特定するためのデータを録画番組情報とし
て、録画番組情報記憶部３２に格納する。
【００２６】
　録画番組情報の一例が図４に示されている。録画番組情報は、放送局を特定するための
放送ＩＤと、録画開始日時と、録画終了日時とを少なくとも含む。放送ＩＤに代えて、番
組の放送チャネル番号または放送局名を使用しても良い。また、終了日時に変えて、録画
時間を使用しても良い。これらの必須のデータに加えて、図４に示すように、コンテンツ
ＩＤや、番組タイトルが録画番組情報に含まれていても良い。コンテンツＩＤは、録画機
器が録画した番組を特定するために使用する一意の識別子である。
【００２７】
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　再生制御部３３は、録画番組記憶部３１に格納された録画データを読み出して再生する
。再生制御部３３は、録画機器５に設けられた操作ボタンや、録画機器５や表示装置６の
リモコンからの入力によって選択された録画番組を再生し、再生した映像／音声データを
、映像出力部３４を介して表示装置６に出力する。更に、再生制御部３３は、後述する再
生指示受付部３７からの指示に応じて、番組内の指定されたシーンを再生する。
【００２８】
　録画番組情報要求受付部３５は、録画情報サーバ４からの録画番組情報要求を受け付け
、録画番組情報送信部３６に録画番組情報の送信を指示する。
【００２９】
　録画番組情報送信部３６は、録画情報サーバ４から受信した録画番組情報要求に応答し
て、録画番組情報記憶部３２に格納される録画番組情報を取得し、取得した録画番組情報
を自身の機器ＩＤと共に録画情報サーバ４に送信する。録画番組情報送信部３６は、録画
情報サーバ４からの要求を受け付けてから録画番組情報を送信する代わりに、予め決まっ
た時刻に録画番組情報を送信したり、一定の時間間隔毎に録画番組情報を送信したり、録
画機器５が予め決まった動作（起動、録画完了など）が発生したときに録画番組情報を送
信したりしても良い。
【００３０】
　再生指示受付部３７は、録画情報サーバ４からの再生指示を受け付ける。再生指示受付
部３７は、録画情報サーバからの再生指示を受け付けた場合、再生指示によって指定され
る録画番組を指定の録画時刻から再生するように、再生制御部３３に指示する。
【００３１】
　図３に示した録画機器５の機能ブロックのうち、録画番組記憶部３１と、録画番組情報
記憶部３２とは、図１の記憶装置１４によって実現される。録画制御部３０と、再生制御
部３３と、映像出力部３４と、録画番組情報要求受付部３５と、録画番組情報送信部３６
と、再生指示受付部３７とは、図１に示したＣＰＵ１２がメモリ１３に展開されたプログ
ラムを実行することによって実現しても良いし、ＬＳＩ（図１には図示せず）で実現して
も良い。録画番組情報要求受付部３５と、録画番組情報送信部３６と、再生指示受付部３
７とは、図１に示したネットワークインターフェース１５を通じて録画情報サーバ４と通
信する。
【００３２】
　図５は、第１の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。図６は、図５
に示したシーン情報記憶部に格納される情報の一例を示す図であり、図８は、図５に示し
た機器ＩＤ記憶部に格納される情報の一例を示す図であり、図７は、図５に示した録画番
組情報記憶部に格納される情報の一例を示す図である。
【００３３】
　録画情報サーバ４は、主として次の動作を行う。
（１）シーン情報サーバ２（図１）からシーン情報を取得する。
（２）録画機器５とデータを送受信し、録画機器５をネットワーク経由で制御する。
（３）ユーザ端末７に録画機器５の情報を提供し、ユーザ端末７から録画機器５の制御指
示を受け付ける。
【００３４】
　まず、シーン情報サーバ２からシーン情報を取得するための機能ブロックとして、録画
情報サーバ４は、シーン情報要求部４０と、シーン情報受付部４１と、シーン情報記憶部
４２とを備える。
【００３５】
　シーン情報要求部４０は、シーン情報記憶部４２に格納されるシーン情報を更新するた
め、シーン情報サーバ２に対して、シーン情報の送信を要求するシーン情報要求を繰り返
し送信する。このシーン情報要求には、要求するシーン情報の期間（開始日時と終了日時
）または開始日時を含めても良い。
【００３６】
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　シーン情報受付部４１は、シーン情報要求部４０からの要求に応じてシーン情報サーバ
２から送信されるシーン情報を受信する。シーン情報受付部４１は、受信したシーン情報
をシーン情報記憶部４２に格納する。
【００３７】
　シーン情報記憶部４２は、番組に含まれる複数のシーンを識別するためのデータと、各
シーンの内容を特定するためのデータとを含むシーン情報を格納する。図６の例では、シ
ーン情報は、放送ＩＤ、シーン名、シーン詳細、開始日時、終了日時、シーン内で紹介さ
れたトピック、キーワード、人物名、商品名、店舗名等を含む。これらのデータ項目のう
ち、例えば、放送ＩＤ、開始日時、終了日時の組み合わせでシーンが識別される。残りの
データ項目は、シーンの内容や、シーンで紹介された人物や商品等の情報を含む。シーン
情報に含ませることができる情報はここで挙げた例に限らず、ジャンルや、番組名、番組
ＵＲＬ、シーンまたはトピックのカテゴリ、商品の価格、店舗の位置情報等が含まれてい
ても良い。
【００３８】
　次に、録画機器５を制御するための機能ブロックとして、録画情報サーバ４は、録画番
組情報要求部４３と、録画番組情報受付部４４と、録画番組情報記憶部４５と、再生指示
送信部５４とを備える。
【００３９】
　録画番組情報要求部４３は、録画機器５の最新の録画番組情報を取得するため、録画機
器５に対して、録画情報を要求するための録画番組情報要求を繰り返し送信する。この録
画番組情報要求には、要求する録画情報の期間（開始日時と終了日時）または開始日時を
含めても良い。
【００４０】
　録画番組情報受付部４４は、録画機器５から送信される録画番組情報を受信する。録画
番組情報受付部４４は、受信した録画番組情報に録画機器５の機器ＩＤを付加した情報を
録画番組情報記憶部４５に格納する。
【００４１】
　録画番組情報記憶部４５は、録画機器５の記憶装置に格納されている録画番組を特定す
る情報を記憶する。図７に示すように、録画番組情報記憶部４５は、機器ＩＤと当該機器
ＩＤから送信された録画番組情報とを関連付けて記憶する。
【００４２】
　再生指示送信部５４は、対象の録画機器に対して、後述する再生指示受付部５３から指
定された番組またはシーンの再生を指示する。
【００４３】
　次に、ユーザ端末７との間で情報を送受信するための機能ブロックとして、録画情報サ
ーバ４は、ユーザＩＤ取得部４６と、機器ＩＤ送信部４７と、機器ＩＤ記憶部４８と、表
示要求受付部４９と、録画番組情報抽出部５０と、録画シーン情報抽出部５１と、録画シ
ーン情報送信部５２と、再生指示受付部５３とを備える。
【００４４】
　ユーザＩＤ取得部４６は、ユーザ端末７から録画情報サーバ４が提供する専用サイトに
ログインしたときに、ログインしたユーザのユーザＩＤを取得する。
【００４５】
　機器ＩＤ送信部４７は、ユーザＩＤ取得部４６が取得したユーザＩＤを用いて機器ＩＤ
記憶部４８を検索し、ユーザＩＤに対応する機器ＩＤを取得する。機器ＩＤ記憶部４８に
は、図８に示されるように、ユーザＩＤと１以上の機器ＩＤとが関連付けられた機器ＩＤ
情報が格納されている。１つのユーザＩＤに対して、複数の機器ＩＤが対応付けられてい
るのは、一人のユーザが複数の録画機器を利用する場合を考慮してのことである。１つの
ユーザＩＤに対して複数の機器ＩＤが登録されている場合は、操作対象となる１台の録画
機器を特定する必要がある。そこで、機器ＩＤ送信部４７は、機器ＩＤ記憶部４８から取
得した複数の機器ＩＤをユーザ端末７に送信する。尚、ユーザ端末７上ではユーザが自身
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の機器を識別できれば十分であるので、機器ＩＤ送信部４７は、必ずしも機器ＩＤをユー
ザ端末７に送信する必要はなく、機器ＩＤと対応付けられた機器名称を送信しても良い。
この機器名称は、事前にユーザから登録できるようにし、機器ＩＤと関連付けて機器ＩＤ
記憶部４８に格納しておいても良い。
【００４６】
　表示要求受付部４９は、ユーザ端末７から録画番組情報の表示要求を受け付け、ユーザ
端末７によって特定された機器ＩＤの録画番組情報を録画番組情報記憶部４５から抽出す
るよう、録画番組情報抽出部５０に指示する。
【００４７】
　録画番組情報抽出部５０は、表示要求受付部４９から録画情報の抽出を指示されると、
ユーザ端末７によって特定された機器ＩＤを用いて録画番組情報記憶部４５を検索し、機
器ＩＤに対応する録画番組情報を取得する。録画番組情報抽出部５０は、取得した録画番
組情報を録画シーン情報抽出部５１に渡す。
【００４８】
　録画シーン情報抽出部５１は、録画番組情報抽出部５０によって抽出された録画番組情
報に含まれる放送ＩＤ、録画開始日時、録画終了日時を用いてシーン情報記憶部４２を検
索し、取得した録画番組情報に含まれる番組の全てのシーンに関するシーン情報をシーン
情報記憶部４２から取得する。録画シーン情報抽出部５１は、抽出された録画番組情報に
シーン情報を関連付けた録画シーン情報を生成し、生成した録画シーン情報を録画シーン
情報送信部５２に渡す。
【００４９】
　録画シーン情報送信部５２は、録画シーン情報抽出部５１から受け取った録画シーン情
報をユーザ端末７に送信する。送信された録画シーン情報は、ユーザ端末７の表示画面上
で一覧表示される。
【００５０】
　再生指示受付部５３は、ユーザ端末から特定の録画番組または特定のシーンの再生指示
を受け付けると、再生指示送信部５４に特定される録画番組またはシーンの再生指示を送
信させる。
【００５１】
　図５に示した録画情報サーバ４の機能ブロックのうち、シーン情報記憶部４２、録画番
組情報記憶部４５、機器ＩＤ記憶部４８は、図１に示した記憶装置１０によって実現され
る。シーン情報要求部４０、シーン情報受付部４１、録画番組情報要求部４３、録画番組
情報受付部４４、録画番組情報記憶部４５、ユーザＩＤ取得部４６、機器ＩＤ送信部４７
、機器ＩＤ記憶部４８、表示要求受付部４９、録画番組情報抽出部５０、録画シーン情報
抽出部５１、録画シーン情報送信部５２、再生指示受付部５３、再生指示送信部５４は、
図１に示したＣＰＵ８がメモリ９上に展開されたプログラムを実行することによって実現
される。録画情報サーバ４内の機能ブロックと、シーン情報サーバ２、ユーザ端末７及び
録画機器５との通信は、図１に示したネットワークインターフェース１１を通じて行われ
る。
【００５２】
　ここで、ユーザ端末７上の表示画面を参照しながら、本実施形態に係る録画機器制御方
法の具体例を説明する。
【００５３】
　図９は、ユーザ端末上に表示される機器選択画面の一例を示す図である。
【００５４】
　ユーザがユーザ端末７から録画情報サーバ４にログインした後に、ユーザ端末７の表示
画面には、図９に示すような画面が表示される。このユーザが複数の録画機器を使用して
いる場合は、使用機器選択欄９ａのリストボックス９ｂを選択すると、図９に示すように
、機器ＩＤ送信部４８から送信された複数の機器が表示される。ユーザは、リストボック
ス９ｂから遠隔操作を希望する機器を選択する。このユーザによる選択の結果、操作対象
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となる録画機器の機器ＩＤを特定することができる。
【００５５】
　図９に示す表示画面の上欄には、ユーザが選択できる項目として、「番組表」、「予約
一覧」、「録画一覧」が表示されている。ユーザが「録画一覧」を選択すると、リストボ
ックスで選択された機器ＩＤを含む録画番組情報の表示要求が録画情報サーバ４に送信さ
れる。
【００５６】
　図１０は、ユーザ端末上に表示される録画番組一覧表示画面の一例を示す図であり、図
１１は、ユーザ端末上に表示される録画シーン一覧表示画面の一例を示す図である。
【００５７】
　図１０の画面では、ユーザ端末７からの録画番組情報の表示要求に応答して抽出された
録画シーン情報のうち、録画機器５に記録されている録画番組の一覧が表示されている。
録画番組一覧において、ユーザが「先頭から再生」欄の再生ボタン１０ａを選択すると、
ユーザの録画機器５に録画された番組の再生指示が、ユーザ端末７から録画情報サーバ４
に送信される。一方、ユーザが「シーンを選択して再生」欄のシーン表示ボタン１０ｂを
選択すると、録画シーン情報に含まれるシーン情報が、図１１に示すように一覧表示され
る。ユーザが、図１１に示される再生ボタン１１ａを選択すると、選択されたシーン情報
の再生指示がユーザ端末から録画情報サーバ４に送信される。
【００５８】
　図９～１１に示した画面は、典型的には、ユーザ端末７で実行されるウェブブラウザ上
に表示することができるが、専用のアプリケーションによって実現しても良い。
【００５９】
　以下、本実施形態に係る制御処理の詳細を説明する。
【００６０】
　図１２は、第１の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーン情報取得処理を示すフロ
ーチャートである。
【００６１】
　シーン情報要求部４０は、前回のシーン情報要求の送信から一定時間経過したか否かを
判定する（ステップＳ１０）。シーン情報要求部４０は、前回のシーン情報要求の送信か
ら一定時間経過している場合（ステップＳ１０でＹｅｓ）、ステップＳ１１の処理を行い
、それ以外の場合は（ステップＳ１０でＮｏ）一定時間が経過するまで待機する（ステッ
プＳ１０）。ステップＳ１０でＹｅｓの場合、シーン情報要求部４０は、シーン情報要求
をシーン情報サーバ２に送信する（ステップＳ１１）。次に、シーン情報受付部４１は、
シーン情報サーバ２から送信されるシーン情報を受信する（ステップＳ１２）。シーン情
報受付部４１は、受信したシーン情報をシーン情報記憶部４２に記録する（ステップＳ１
３）。尚、ステップＳ１０において、前回のシーン情報要求の送信から一定時間経過した
か否かに基づいてシーン情報を要求することに代えて、指定された時刻になったか否かに
基づいてシーン情報を要求しても良い。
【００６２】
　以上の処理を行うことによって、録画情報サーバ４はシーン情報サーバ２から繰り返し
シーン情報を取得することができる。
【００６３】
　図１３は、第１の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画番組情報取得処理を示すフ
ローチャートである。
【００６４】
　録画番組情報要求部４３は、前回の録画番組情報要求の送信から一定時間経過したか否
かを判定する（ステップＳ２０）。録画番組情報要求部４３は、前回の録画番組情報の送
信から一定時間経過している場合（ステップＳ２０でＹｅｓ）、ステップＳ２１の処理を
行い、それ以外の場合は（ステップＳ２０でＮｏ）一定時間が経過するまで待機する（ス
テップＳ２０）。ステップＳ２０でＹｅｓの場合、録画番組情報要求部４３は、録画番組
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情報要求を録画機器５に送信する（ステップＳ２１）。次に、録画番組情報受付部４４は
、録画機器５から送信される録画番組情報を受信する（ステップＳ２２）。録画番組情報
受付部４４は、受信した録画番組情報に録画機器５の機器ＩＤを付加してシーン情報記憶
部４２に記録する（ステップＳ２３）。尚、ステップＳ２０において、前回の録画番組情
報要求の送信から一定時間経過したか否かに基づいてシーン情報を要求することに代えて
、指定された時刻になったか否かに基づいて録画番組情報を要求しても良い。
【００６５】
　以上の処理を行うことによって、録画情報サーバ４は録画機器５から繰り返し録画情報
を取得することができる。
【００６６】
　図１４は、第１の実施形態に係る録画機器が行う録画番組情報送信処理を示すフローチ
ャートである。
【００６７】
　録画番組情報要求受付部３５は、録画情報サーバ４から録画番組情報要求を受信したか
否かを判定する（ステップＳ３０）。録画番組情報要求受付部３５は、録画番組情報を受
信した場合（ステップＳ３０でＹｅｓ）、ステップＳ３１の処理を行い、それ以外の場合
は録画番組情報要求を受信するまで待機する（ステップＳ３０）。ステップＳ３０でＹｅ
ｓの場合、録画番組情報要求受付部３５は、録画番組情報送信部３６に録画情報の送信を
指示する（ステップＳ３１）。録画番組情報送信部３６は、録画番組情報要求受付部３５
からの指示を受けると、録画番組情報記憶部３２から録画番組情報を取得し（ステップＳ
３２）、取得した録画番組情報を録画情報サーバ４に送信する。尚、録画情報サーバ４か
らの録画番組情報要求を受けずに、予め決まった条件が満たされたとき（例えば、予め指
定された時刻になったときや、予め決まった動作が行われたとき）に録画機器５が録画番
組情報を送信しても良い。この場合、ステップＳ３０において、録画番組情報要求の受信
を判定する代わりに、当該予め決まった条件が満たされたか否かの判定を行えば良い。
【００６８】
　以上の処理を行うことによって、録画機器５は、録画情報サーバ４からの要求に応答し
て自装置内の録画番組情報をサーバ４に提供することができる。
【００６９】
　図１５は、第１の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画シーン情報送信処理を示す
フローチャートである。
【００７０】
　録画情報サーバ４がユーザ端末７からのログインを受け付けると、ユーザＩＤ取得部４
６は、ユーザ端末７から送信されたログイン情報からユーザＩＤを取得する（ステップＳ
４０）。ユーザＩＤ取得部４６がユーザＩＤを取得すると、機器ＩＤ送信部４７は、機器
ＩＤ記憶部４８から、取得したユーザＩＤに関連付けられた機器ＩＤを取得する（ステッ
プＳ４１）。機器ＩＤ送信部は、ユーザＩＤに対応する機器ＩＤが複数存在するか否かを
判定する（ステップＳ４２）。ユーザＩＤに対応する機器ＩＤが複数存在する場合（ステ
ップＳ４２でＹｅｓ）、機器ＩＤ送信部４７は、機器ＩＤ記憶部４８から取得した複数の
機器ＩＤをユーザ端末７に送信し（ステップＳ４３）、ユーザからの機器選択によって操
作対象となる機器の機器ＩＤを特定する（ステップＳ４４）。ユーザＩＤに対応する機器
ＩＤが複数存在しない場合は（ステップＳ４２でＮｏ）、機器ＩＤ記憶部４８から取得し
た機器ＩＤを、操作対象となる機器の機器ＩＤと特定する（ステップＳ４４）。
【００７１】
　次に、表示要求受付部４９がユーザ端末７から、録画番組一覧の表示要求を受け付ける
と（ステップＳ４５）、表示要求受付部４９は、録画番組情報取得部５０に録画番組情報
の抽出を指示する。録画番組情報抽出部５０は、録画番組情報記憶部４５から、ステップ
Ｓ４４で特定された機器ＩＤに対応付けられた録画番組情報を抽出する（ステップＳ４６
）。次に、録画シーン情報抽出部５１は、録画番組情報抽出部５０が抽出した録画番組情
報とシーン情報記憶部４２に格納されているシーン情報とを関連付け、録画シーン情報を
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生成する（ステップＳ４７）。次に、録画シーン情報送信部５２は、録画シーン情報抽出
部５１から受け取った録画シーン情報をユーザ端末７に送信する（ステップＳ４８）。次
に、再生指示受付部５３がユーザ端末７から録画シーン情報の選択を受け付けると（ステ
ップＳ４９）、再生指示送信部５４は、録画機器５に対して選択されたシーンの再生指示
を送信する（ステップＳ５０）。
【００７２】
　上記のような一連の制御処理を行うことにより、録画機器５に記録されている録画番組
情報と、シーン情報サーバ２から提供される詳細なシーン情報とを関連付けてユーザ端末
７に提供することが可能となる。したがって、ユーザ端末上で、録画機器５に格納されて
いる録画番組の所望のシーンを選択して再生することができる。
【００７３】
　（第２の実施形態）
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、定期的に録画機器５に録画番組情報を要求する
のではなく、ユーザ端末７から専用サイトへのログイン時に録画番組情報を要求する点に
特徴を有する。以下、本実施形態と第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【００７４】
　図１６は、第２の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。
【００７５】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４では、機器ＩＤ送信部４７が、ユーザ端末７からの
ログイン時に取得したユーザＩＤを用いて、機器ＩＤ記憶部４８から機器ＩＤを取得し、
取得した機器ＩＤで特定される録画機器に対して録画番組情報を要求するように録画番組
情報要求部４３に指示する。録画番組情報要求部４３は、機器ＩＤ送信部４７からの指示
に応じて、録画機器に録画番組情報要求を送信する。この際、ユーザによって特定された
１台の録画機器に対して録画番組情報の送信を要求しても良いし、ユーザＩＤに関連付け
られた機器ＩＤが複数存在する場合は、複数の機器ＩＤに対応する全ての録画機器に対し
て録画番組情報の送信を要求しても良い。
【００７６】
　図１７は、第２の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画番組情報取得処理を示すフ
ローチャートである。
【００７７】
　録画情報サーバ４がユーザ端末７からのログインを受け付けると、ユーザＩＤ取得部４
６は、ユーザ端末７から送信されたログイン情報からユーザＩＤを取得する（ステップＳ
４０）。ユーザＩＤ取得部４６がユーザＩＤを取得すると、機器ＩＤ送信部４７は、機器
ＩＤ記憶部４８から、取得したユーザＩＤに関連付けられた機器ＩＤを取得する（ステッ
プＳ４１）。ここまでの処理は、図１５で説明した録画シーン情報送信処理と共通である
。
【００７８】
　機器ＩＤ送信部４７は、取得した機器ＩＤを録画番組情報要求部４３に出力する（ステ
ップＳ６０）。次に、録画番組情報要求部４３は、機器ＩＤ送信部４７から渡された機器
ＩＤで特定される機器に対して、録画番組情報要求を送信する（ステップＳ６１）。次に
、録画番組情報受付部４４は、録画機器から送信される録画番組情報を受信する（ステッ
プＳ６２）。録画番組情報受付部４４は、受信した録画番組情報に録画機器５の機器ＩＤ
を付加してシーン情報記憶部４２に記録する（ステップＳ６３）。
【００７９】
　尚、ユーザによって特定された１台の録画機器に対して録画番組情報の送信を要求する
場合は、図１７のステップＳ４１とステップＳ６０の間に、図１５のステップＳ４２～Ｓ
４４の処理を追加すれば良い。
【００８０】
　このように、ユーザ端末７からのログインに応答して録画情報サーバ４から録画機器へ
と録画番組情報を要求すれば、録画機器の接続数が多い場合に、録画情報サーバ４の負荷
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を軽減することができる。
【００８１】
　（第３の実施形態）
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、録画機器５の録画番組情報とシーン情報とを関
連付けた後、ユーザ端末７から入力されたキーワードを含むシーンの情報のみを抽出して
ユーザ端末７に送信する点に特徴を有する。以下、本実施形態と第１の実施形態との相違
点を中心に説明する。
【００８２】
　図１８は、第３の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。
【００８３】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、第１の実施形態に係る表示要求受付部４９に代
えて、キーワード受付部５５を備える。キーワード受付部５５は、ユーザ端末７から送信
されたキーワードを受け付けると、録画番組情報抽出部５０に対して録画番組情報の抽出
を指示する。更に、キーワード受付部５５は、ユーザ端末７から送信されたキーワードを
録画シーン情報抽出部５１に渡し、録画シーン情報からキーワードを含むデータのみ抽出
するよう指示する。キーワード受付部５５もまた、図１に示したＣＰＵ８がメモリ９上の
プログラムを実行することによって実現される。
【００８４】
　録画シーン情報抽出部５１は、まず、録画番組情報抽出部５０が抽出した録画番組情報
とシーン情報記憶部４２に格納されているシーン情報とを関連付け、録画シーン情報を生
成する。次に、録画シーン情報抽出部５１は、生成した録画シーン情報から、キーワード
受付部５５から受け取ったキーワードを含む録画シーン情報のみ抽出し、抽出した録画シ
ーン情報を録画シーン情報送信部５２に渡す。
【００８５】
　図１９は、ユーザ端末上に表示されるキーワード入力画面の一例を示す図である。
【００８６】
　図１９に示される画面には、キーワード入力欄１９ａと、検索タイプを特定するための
チェックボックス１９ｂと、放送タイプを特定するためのチェックボックス１９ｃと、検
索ボタン１９ｄとが表示されている。ユーザがキーワード入力欄１９ａに、所望のキーワ
ードを入力し、検索ボタン１９ｄを選択すると、キーワードが録画情報サーバ４に送信さ
れる。尚、キーワードの数は任意で良い。
【００８７】
　図２０は、ユーザ端末上に表示されるキーワード検索結果表示画面の一例を示す図であ
る。
【００８８】
　図２０の画面には、ユーザの録画機器に録画されている番組の中から抽出された、ユー
ザ指定のキーワードを含むシーンの概要２０ａが表示されている。ユーザが各行に設けら
れた再生ボタン２０ｂを選択すると、指定されたシーンの再生指示が録画情報サーバ４に
送信される。
【００８９】
　図２１は、第３の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画シーン情報送信処理を示す
フローチャートである。
【００９０】
　キーワード受付部５５がユーザ端末７から、キーワードを受け付けると（ステップＳ７
０）、キーワード受付部５５は、録画番組情報抽出部５０に録画番組情報の抽出を指示す
ると共に、録画シーン情報抽出部５１にキーワードを含む録画シーン情報の抽出を指示す
る。録画番組情報抽出部５０は、録画番組情報記憶部４５から機器ＩＤに対応付けられた
録画番組情報を抽出する（ステップＳ７１）。次に、録画シーン情報抽出部５１は、録画
番組情報抽出部５０が抽出した番組情報とシーン情報記憶部４２に格納されているシーン
情報とを関連付け、録画シーン情報を生成する（ステップＳ７２）。次に、録画シーン情
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報抽出部５１は、録画シーン情報抽出部５１が生成した録画シーン情報から、キーワード
を含むデータを抽出し、抽出した録画シーン情報を録画シーン情報送信部５２に出力する
（ステップＳ７３）。次に、録画シーン情報送信部５２は、録画シーン情報抽出部５１か
ら受け取った録画シーン情報をユーザ端末７に送信する（ステップＳ７４）。次に、再生
指示受付部５３がユーザ端末７からシーンの選択を受け付けると（ステップＳ７５）、再
生指示送信部５４は、録画機器５に対して選択されたシーンの再生指示を送信する（ステ
ップＳ７６）。
【００９１】
　上記の制御処理を行うことにより、録画機器５に記録されている録画の中から、ユーザ
がキーワードで指定したシーンを抽出してユーザ端末７に提供することが可能となる。し
たがって、録画機器５に記録される番組の数が増えた場合でも、ユーザが希望するシーン
を効率的に再生することが可能となる。
【００９２】
　（第４の実施形態）
　本実施形態に係る録画機器５は、シーン情報を録画情報サーバ４から取得し、自装置内
でシーン情報の抽出を行う点に特徴を有する。以下、本実施形態と第１の実施形態との相
違点を中心に説明する。
【００９３】
　図２２は、第４の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図であり、図２３は、
図２２に示したシーンファイル記憶部に格納されるシーンファイルの一例を示す図である
。
【００９４】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、シーン情報要求部４０と、シーン情報受付部４
１と、シーン情報記憶部４２と、シーンファイル生成部５６と、シーンファイル記憶部５
７と、シーンファイル送信部５９と、シーンファイル要求受付部５８とを備える。シーン
情報記憶部４２及びシーンファイル記憶部５７は、図１に示した記憶装置１０によって実
現される。シーン情報要求部４０と、シーン情報受付部４１と、シーンファイル生成部５
６と、シーンファイル送信部５９と、シーンファイル要求受付部５８とは、図１に示した
ＣＰＵ８がメモリ９上のプログラムを実行することによって実現される。録画情報サーバ
４内の機能ブロックと、シーン情報サーバ２及び録画機器５との通信は、図１に示したネ
ットワークインターフェース１１を通じて行われる。シーン情報要求部４０と、シーン情
報受付部４１と、シーン情報記憶部４２とは、第１の実施形態で説明したものと同じであ
るので、ここでの説明を省略する。
【００９５】
　シーンファイル生成部５６は、シーン情報記憶部４２に格納されるシーン情報を分割し
た複数のシーンファイルを生成する。図２３の例は、１時間単位で分割したシーン情報を
記録したシーンファイルの例であり、当該１時間に放送された全ての放送番組に含まれる
シーンに関する情報がＣＳＶ形式で記述されている。ただし、シーンファイルを生成する
にあたっては、必ずしもシーン情報を所定の時間単位で分割する必要はなく、シーン情報
を放送局単位や番組単位などで分割しても良い。シーンファイルに含ませる情報量は特に
限定されないが、シーン情報を放送局別に単位時間（例えば、１時間）で分割したシーン
ファイルを作成することが好ましい。また、シーンファイルの記述形式は、ＣＳＶの他に
、ＸＭＬやバイナリであっても良い。シーンファイル生成部５６は、生成したシーンファ
イルをシーンファイル記憶部５７に格納する。このシーンファイルの生成処理は、所定の
時間間隔毎に、あるいは、予め決まった時刻にバッチ処理として行っても良い。また、録
画機器５からのシーンファイルの送信要求を受けたときにシーンファイルの生成処理を行
っても良い。より具体的には、シーンファイルを放送局毎かつ単位時間毎に作成する場合
、ある放送局Ａが時間帯Ｂに放送した番組についてシーンファイルの送信が一度も要求さ
れていない間は、録画情報サーバ４は、放送局Ａの時間帯Ｂについてシーンファイルを作
成せず、録画機器５から放送局Ａの時間帯Ｂについてシーンファイルの送信が要求された
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時に初めて、録画情報サーバ４がシーンファイルを生成すれば良い。録画機器５の接続数
が多くなるにつれて、シーンファイルの送信要求に対する録画情報サーバ４の応答負荷が
増大するが、放送局毎かつ単位時間毎にシーンファイルを分割し、シーンファイルの送信
要求を受けたときに初めてシーンファイルを作成するようにすれば、録画情報サーバ４が
シーンフィルを生成する処理の負荷を軽減できる。
【００９６】
　シーンファイル要求受付部５８は、録画機器５からのシーンファイル要求を受け付け、
シーンファイル送信部５９にシーンファイルの送信を指示する。
【００９７】
　シーンファイル送信部５９は、シーンファイル要求受付部５８からの指示に応じて、シ
ーンファイル記憶部５７からシーンファイルを取得し、取得したシーンファイルを録画機
器に送信する。
【００９８】
　図２４は、第４の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図である。
【００９９】
　録画制御部３０と、録画番組記憶部３１と、録画番組情報記憶部３２と、再生制御部３
３と、映像出力部３４と、シーンファイル要求部６１と、シーンファイル受付部６２と、
ユーザ入力受付部６３と、録画シーン情報抽出部６４と、シーンファイル記憶部６５とを
備える。録画番組記憶部３１と、録画番組情報記憶部３２と、シーンファイル記憶部６５
とは、図１に示した記憶装置１４によって実現される。録画制御部３０と、再生制御部３
３と、映像出力部３４と、シーンファイル要求部６１と、シーンファイル受付部６２と、
ユーザ入力受付部６３と、録画シーン情報抽出部６４とは、図１に示したＣＰＵ１２がメ
モリ１３上のプログラムを実行することによって実現される。録画機器５内の機能ブロッ
クと、シーン情報サーバ２、ユーザ端末７及び録画機器５との通信は、図１に示したネッ
トワークインターフェース１５を通じて行われる。録画番組記憶部３１と、録画番組情報
記憶部３２と、再生制御部３３とは、第１の実施形態で説明したものと同じであるので、
ここでの説明を省略する。
【０１００】
　本実施形態に係る録画制御部３０は、番組の録画が完了したときに、シーンファイル記
憶部６５に格納されるシーンファイルを更新するため、シーンファイル要求部６１にシー
ンファイルを要求するよう指示する。
【０１０１】
　シーンファイル要求部６１は、録画制御部３０からの指示に応じて、録画情報サーバ４
に対してシーンファイルの送信を要求する。
【０１０２】
　シーンファイル受付部６２は、録画情報サーバ４から送信されるシーンファイルを受信
し、受信したシーンファイルをシーンファイル記憶部６５に格納する。この際、シーンフ
ァイル受付部６２は、受信したシーンファイル全部をシーンファイル記憶部６５に格納し
ても良いし、録画番組情報記憶部３２に格納される録画番組情報に含まれるシーンのみを
シーンファイルから抽出してシーンファイル記憶部６５に追加しても良い。
【０１０３】
　ユーザ入力受付部６３は、録画機器５の操作ボタンや、録画機器５や表示装置６のリモ
コンからのユーザ入力を受け付ける。ユーザ入力受付部６３は、ユーザから番組またはシ
ーンの再生指示を受け付けた場合には、再生制御部３３に指定された番組またはシーンの
再生を指示する。また、ユーザ入力受付部６３は、ユーザから録画シーン情報の表示を指
示された場合には、録画シーン情報抽出部６４に対して、録画シーン情報の抽出を指示す
る。
【０１０４】
　録画シーン情報抽出部６４は、ユーザ入力受付部６３からの指示に応じて、録画番組情
報記憶部３２から録画番組情報を取得し、取得した録画番組情報にシーンファイル記憶部
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６５に含まれるシーンファイルから抽出したシーン情報を対応付けた録画シーン情報を抽
出する。録画シーン情報抽出部６４は、抽出した録画シーン情報を映像出力部３４に出力
する。
【０１０５】
　映像出力部３４は、再生制御部３３から再生データが供給されている場合は、再生デー
タを表示装置６に出力する。これに加え、映像出力部３４は、録画シーン情報抽出部６４
から出力される録画シーン情報を表示装置６に一覧表示する。
【０１０６】
　図２５は、第４の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーンファイル生成処理を示す
フローチャートである。
【０１０７】
　シーン情報要求部４０は、前回のシーン情報要求の送信から一定時間経過したか否かを
判定する（ステップＳ８０）。シーン情報要求部４０は、前回のシーン情報要求の送信か
ら一定時間経過している場合（ステップＳ８０でＹｅｓ）、ステップＳ８１の処理を行い
、それ以外の場合は（ステップＳ８０でＮｏ）一定時間が経過するまで待機する（ステッ
プＳ８０）。ステップＳ８０でＹｅｓの場合、シーン情報要求部４０は、シーン情報要求
をシーン情報サーバ２に送信する（ステップＳ８１）。次に、シーン情報受付部４１は、
シーン情報サーバ２から送信されるシーン情報を受信する（ステップＳ８２）。シーン情
報受付部４１は、受信したシーン情報をシーン情報記憶部４２に記録する（ステップＳ８
３）。尚、ステップＳ８０において、前回のシーン情報要求の送信から一定時間経過した
か否かに基づいてシーン情報を要求することに代えて、指定された時刻になったか否かに
基づいてシーン情報を要求しても良い。
【０１０８】
　次に、シーンファイル生成部５６は、前回のシーンファイル更新後にシーン情報記憶部
４２に格納されたシーン情報を取得し、取得したシーン情報を分割して複数のシーンファ
イルを生成する（ステップＳ８４）。シーンファイル生成部５６は、生成したシーンファ
イルをシーンファイル記憶部５７に格納する（ステップＳ８５）。
【０１０９】
　図２６は、第４の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーンファイル送信処理を示す
フローチャートである。
【０１１０】
　シーンファイル要求受付部５８がシーンファイル要求を受け付けると（ステップＳ９０
）、シーンファイル送信部５９に対して、シーンファイルの送信を指示する（ステップＳ
９１）。シーンファイル送信部５９は、シーンファイル要求受付部５８からの指示に応じ
て、シーンファイル記憶部５７からシーンファイルを取得し（ステップＳ９２）、取得し
たシーンファイルを録画機器５に送信する（ステップＳ９３）。
【０１１１】
　図２７は、第４の実施形態に係る録画機器が行うシーンファイル取得処理を示すフロー
チャートである。
【０１１２】
　録画制御部３０が録画を完了すると（ステップＳ１００）、録画制御部３０は、シーン
ファイル要求部６１にシーンファイルを要求するよう指示する（ステップＳ１０１）。シ
ーンファイル要求部６１は、録画制御部３０からの指示に応じて、シーンファイル要求を
録画情報サーバ４に送信する（ステップＳ１０２）。その後、シーンファイル受付部６２
が録画情報サーバ４から送信されたシーンファイルを受信すると（ステップＳ１０３）、
受信したシーンファイルをシーンファイル記憶部６５に格納する（ステップＳ１０４）。
尚、シーンファイルから必要なデータのみを抽出してシーンファイル記憶部６５に格納す
る場合は、ステップＳ１０４に代えて、録画番組情報記憶部３２に格納される録画番組情
報を取得するステップと、取得した録画情報に含まれるシーンのデータのみをシーンファ
イルから抽出するステップと、抽出したデータをシーンファイル記憶部６５に格納するス
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テップとを行えば良い。
【０１１３】
　図２８は、第４の実施形態に係る録画機器が行う録画シーン一覧表示処理を示すフロー
チャートである。
【０１１４】
　ユーザ入力受付部６３が録画シーン情報の表示要求を受け付けると（ステップＳ１１０
）、録画シーン情報抽出部６４に対して録画シーン情報の抽出を指示する（ステップＳ１
１１）。録画シーン情報抽出部６４は、ユーザ入力受付部６３からの指示に応じて、録画
番組情報記憶部３２から録画番組情報を抽出する（ステップＳ１１２）。更に、録画シー
ン情報抽出部６４は、シーンファイル記憶部６５からシーンファイルを取得する（ステッ
プＳ１１３）。録画シーン情報抽出部６４は、取得した録画番組情報と、取得したシーン
ファイルから抽出したシーン情報とを関連付けて、録画シーン情報を作成する（ステップ
Ｓ１１４）。録画シーン情報抽出部６４は、作成した録画シーン情報を映像出力部３４に
出力し、録画シーン情報を表示装置６に表示させる。
【０１１５】
　次に、ユーザ入力受付部６３が、ユーザからの録画シーン情報のシーン選択を受け付け
ると（ステップＳ１１６）、再生制御部３３に対して選択されたシーンの再生を指示する
。再生制御部３３は、選択されたシーンを再生し、再生データを映像出力部３４に渡す。
【０１１６】
　以上の一連の制御処理を行うことにより、録画機器５が録画情報サーバ４から受信した
シーンファイルを用いて、録画番組情報とシーン情報とを関連付けて表示することができ
る。また、本実施形態では、録画番組情報とシーン情報との関連付けは、録画情報サーバ
４ではなく、録画機器５が行っている。したがって、録画機器５の接続数が増えた場合に
、録画情報サーバ４の負荷を軽減することができる。更に、本実施形態のように、シーン
情報をある程度のデータサイズに区切ったシーンファイルを用意し、録画完了時に必要な
時間帯の録画シーン情報のみを要求するようにすれば、録画情報サーバ４及び録画機器５
の両方の処理負荷を軽減できる。
【０１１７】
　本実施形態の図２２及び２４においては、録画機器５がシーン情報を取得及び抽出する
ために必要な機能ブロックのみを図示したが、第１の実施形態で示した機能ブロックと組
み合わせても良い。この場合、録画情報サーバ４でのシーン情報抽出処理と、録画機器５
でのシーン情報抽出処理との両方が可能な録画機器制御システムを構築できる。
【０１１８】
　尚、本実施形態では、シーン情報をシーンファイルの形式で作成及び送受信する例を説
明したが、録画情報サーバ４から録画機器５へと提供するシーン情報は、ファイル形式の
データに限らず、メモリ上に展開したデータセットでも良い。ただし、ファイル形式でシ
ーンファイルを提供する場合は、ネットワーク上に存在するプロキシサーバによってキャ
ッシュされるので、シーンファイルの送信要求に対して録画情報サーバ４の応答負荷を軽
減できるという利点がある。
【０１１９】
　（第５の実施形態）
　本実施形態に係る録画機器５は、シーン情報の抽出処理は録画情報サーバ４で行うが、
録画情報サーバ４から受信した録画シーン情報をユーザ端末７が保存しておく点に特徴を
有する。以下、本実施形態と第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１２０】
　図２９は、第５の実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック図である。
【０１２１】
　本実施形態に係るユーザ端末７は、ユーザ入力受付部７０と、録画シーン情報要求部７
１と、録画シーン情報受信部７２と、録画シーン情報記憶部７３と、録画シーン情報表示
部７４と、表示部７５と、再生要求送信部７６とを備える。
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【０１２２】
　ユーザ入力受付部７０は、ユーザ端末７に設けられた操作ボタンやキー、タッチパネル
に表示されるＧＵＩからのユーザ入力を受け付ける。ユーザ入力受付部７０は、ユーザか
ら番組またはシーンの再生指示を受け付けた場合には、再生要求送信部７６に再生要求の
送信を指示する。また、ユーザ入力受付部７０は、ユーザから録画シーン情報の表示を指
示された場合には、録画シーン情報表示部７４に対して、録画シーン情報の表示を指示す
る。
【０１２３】
　録画シーン情報要求部７１は、録画情報サーバ４に対して録画シーン情報を要求する。
この録画シーン情報要求処理は、録画情報サーバ４へのログイン時や、録画機器５の制御
用アプリケーションの起動時に行っても良いし、定期的に行っても良い。
【０１２４】
　録画シーン情報受信部７２は、録画情報サーバ４から送信される録画シーン情報を受信
し、受信した録画シーン情報を録画シーン情報記憶部７３に格納する。録画シーン情報受
信部７２が受信する録画シーン情報は、第１の実施形態において録画情報サーバ４が作成
したものと同じである。
【０１２５】
　録画シーン情報表示部７４は、ユーザ入力受付部７０からの指示に応じて、録画シーン
情報記憶部７３から録画シーン情報を取得し、取得した録画シーン情報を表示部７５に表
示させる。
【０１２６】
　表示部７５は、ユーザ端末７に内蔵されるディスプレイや、ユーザ端末７に接続される
外部ディスプレイである。
【０１２７】
　録画シーン情報記憶部７３は、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ、ソリッド
ステートドライブ、光ディスク等のユーザ端末７が備える記憶媒体（図示せず）によって
実現される。ユーザ入力受付部７０と、録画シーン情報要求部７１と、録画シーン情報受
信部７２と、録画シーン情報表示部７４と、再生要求送信部７６とは、ユーザ端末７が備
えるＣＰＵ（図示せず）またはマイクロコンピュータ（図示せず）がメモリ（図示せず）
上のプログラムを実行することによって実現される。ユーザ端末７内の機能ブロックと、
録画情報サーバ４との通信は、ネットワークインターフェース（図示せず）を通じて行わ
れる。
【０１２８】
　図３０は、第５の実施形態に係るユーザ端末が行う録画シーン一覧表示処理を示すフロ
ーチャートである。
【０１２９】
　ユーザ入力受付部７０が録画シーン情報の表示要求を受け付けると（ステップＳ１２０
）、録画シーン情報表示部７４に対して録画シーン情報の表示を指示する（ステップＳ１
２１）。録画シーン情報表示部７４は、ユーザ入力受付部からの指示に応じて、録画シー
ン情報記憶部７３から録画シーン情報を取得し（ステップＳ１２２）、取得した録画シー
ン情報を表示部７５に表示する（ステップＳ１２３）。
【０１３０】
　次に、ユーザ入力受付部７０が、ユーザからのシーン選択を受け付けると（ステップＳ
１２４）、シーンの再生要求を送信するよう再生要求送信部７６に指示する（ステップＳ
１２５）。
【０１３１】
　本実施形態によれば、ユーザ端末７に一旦生成された録画シーン情報が蓄積されるので
、迅速に録画シーン情報を表示することができる。
【０１３２】
　（第６の実施形態）
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　本実施形態に係る録画機器制御システムでは、ユーザ端末７が録画情報サーバ４から録
画番組情報とシーン情報とを受け取って保存し、録画番組情報とシーン情報との関連付け
を行う。以下、本実施形態と上述した各実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１３３】
　図３１は、第６の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。
【０１３４】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、第１の実施形態と同様のシーン情報要求部４０
と、シーン情報受付部４１と、シーン情報記憶部４２と、録画番組情報要求部４３と、録
画番組情報受付部４４と、ユーザＩＤ取得部４６と、機器ＩＤ送信部４７と、機器ＩＤ記
憶部４８と、録画番組情報抽出部５０と、第４の実施形態と同様のシーンファイル生成部
５６と、シーンファイル記憶部５７とを備える。これらの機能ブロックの機能は、第１及
び第４の実施形態で説明した通りであるので、繰り返しの説明を省略する。
【０１３５】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、更に、シーンファイル要求受付部６６と、シー
ンファイル送信部６７と、録画番組情報要求受付部６８と、録画番組情報送信部６９とを
備える。シーンファイル要求受付部６６と、シーンファイル送信部６７と、録画番組情報
要求受付部６８と、録画番組情報送信部６９ともまた、図１に示しＣＰＵ８がメモリ９上
のプログラムを実行することによって実現され、ネットワークインターフェース１１を通
じてユーザ端末７と通信する。
【０１３６】
　シーンファイル要求受付部６６は、ユーザ端末７からのシーンファイル要求を受け付け
、シーンファイル送信部６７にシーンファイルの送信を指示する。
【０１３７】
　シーンファイル送信部６７は、シーンファイル要求受付部６６からの指示に応じて、シ
ーンファイル記憶部５７からシーンファイルを取得し、取得したシーンファイルをユーザ
端末７に送信する。
【０１３８】
　録画番組情報要求受付部６８は、ユーザ端末７からの録画番組情報要求を受け付け、指
定された機器ＩＤの録画番組情報の抽出を録画番組情報抽出部５０に指示する。
【０１３９】
　録画番組情報送信部６９は、録画番組情報抽出部５０が抽出した録画番組情報を取得し
、取得した録画番組情報をユーザ端末７に送信する。
【０１４０】
　図３２は、第６の実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック図である。
【０１４１】
　本実施形態に係るユーザ端末７は、第５の実施形態と同様のユーザ入力受付部７０及び
表示部７５に加えて、録画番組情報要求部１００と、録画番組情報受付部１０１と、録画
番組情報記憶部１０２と、シーンファイル要求部１０３と、シーンファイル受付部１０４
と、シーンファイル記憶部１０５と、録画シーン情報抽出部１０６と、再生要求送信部１
０７を備える。録画番組情報記憶部１０２と、シーンファイル記憶部１０５とは、ハード
ディスクドライブ、フラッシュメモリ、ソリッドステートドライブ、光ディスク等のユー
ザ端末７が備える記憶媒体（図示せず）によって実現される。録画番組情報要求部１００
と、録画番組情報受付部１０１と、シーンファイル要求部１０３と、シーンファイル受付
部１０４と、録画シーン情報抽出部１０６と、再生要求送信部１０７とは、ユーザ端末７
が備えるＣＰＵ（図示せず）またはマイクロコンピュータ（図示せず）がメモリ（図示せ
ず）上のプログラムを実行することによって実現される。ユーザ端末７内の機能ブロック
と、録画情報サーバ４との通信は、ネットワークインターフェース（図示せず）を通じて
行われる。第５の実施形態と同様のユーザ入力受付部７０と、表示部７５とについての繰
り返しの説明は省略する。
【０１４２】
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　録画番組情報要求部１００は、録画情報サーバ４に対して録画番組情報の送信を要求す
る。この録画番組情報の要求は、ユーザ端末７の起動や、アプリケーションの起動、録画
情報サーバ４へのログイン等の予め決まった処理が行われた時に送信すれば良い。また、
録画番組情報要求部１００は、予め決まった時刻に録画番組情報要求を送信しても良いし
、前回の要求から所定時間以上経過したときに録画番組情報要求を送信しても良い。
【０１４３】
　録画番組情報受付部１０１は、録画情報サーバ４から送信される録画番組情報を受け付
け、受け付けた録画番組情報を録画番組情報記憶部１０２に格納する。
【０１４４】
　録画番組情報記憶部１０２は、図７で示した例と同様に、機器ＩＤ毎に録画番組情報を
記憶する。
【０１４５】
　シーンファイル要求部１０３は、録画情報サーバ４にシーンファイルの送信を要求する
。このシーンファイルの要求もまた、ユーザ端末７の起動や、アプリケーションの起動、
録画情報サーバ４へのログイン等の予め決まった処理が行われた時に送信しても良いし、
予め決まった時刻に、前回の要求から所定時間以上経過したときに送信しても良い。
【０１４６】
　シーンファイル受付部１０４は、録画情報サーバ４から送信されるシーンファイルをシ
ーンファイル記憶部１０５に格納する。
【０１４７】
　録画シーン情報抽出部１０６は、ユーザ入力受付部７０からの指示に応じて、録画番組
情報記憶部１０２に格納される録画番組情報と、シーンファイル記憶部１０５に記憶され
るシーン情報とを関連付けて、録画シーン情報を生成する。録画シーン情報抽出部１０６
は、生成した録画シーン情報を表示部７５に一覧表示する。
【０１４８】
　再生要求送信部１０７は、ユーザ入力受付部７０からの指示に応じて、指定されたシー
ンまたは録画番組の再生を録画機器に対して直接指示する。この再生指示は、ユーザ端末
７が備える通信インタフェースを介して録画機器５に送信される。
【０１４９】
　尚、本実施形態でユーザ端末７が行う録画シーン情報生成処理は、第４の実施形態に係
る録画機器が行う録画シーン一覧表示処理（図２８）と同様であるので、ここでの説明は
省略する。
【０１５０】
　本実施形態によれば、ユーザ端末７に録画番組情報及びシーン情報が蓄積されるので、
録画情報サーバ４の負荷を軽減し、迅速に録画シーン情報を表示することができる。
【０１５１】
　本実施形態では、ユーザ入力受付部７０からの指示に応じて、録画シーン情報抽出部１
０６が、録画番組情報とシーン情報とを関連付ける例を説明したが、シーンファイルの受
信時に、録画番組情報記憶部１０２に格納される録画番組情報に含まれるシーンのみをシ
ーンファイルから抽出してシーンファイル記憶部１０５に記憶しても良い。あるいは、シ
ーンファイルの受信時に、録画番組情報記憶部１０２に格納される録画番組情報とシーン
ファイルから抽出したシーン情報とを関連付けて録画シーン情報を生成し、この録画シー
ン情報を記憶しても良い。
【０１５２】
　また、本実施形態では、ユーザ端末７は、録画番組情報要求とシーンファイル要求とを
別個に送信する例を説明したが、これらを同時に送信しても良い。この場合、図３２に示
した録画番組情報要求部１００とシーンファイル要求部１０３とは、録画情報サーバ４に
録画番組情報とシーンファイルとを要求する１つの機能ブロックに置き換えることができ
る。
【０１５３】
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　更に、本実施形態では、ユーザ端末７が録画情報サーバ４から録画番組情報を取得して
いるが、録画機器５及びユーザ端末７が備える通信インタフェースを介して、録画機器５
からユーザ端末７へと直接録画番組情報を送信しても良い。
【０１５４】
　以下の第７～第９の実施形態では、更に、シーン情報を所定の優先度順に並べて表示す
ることによって、ユーザが録画番組を再生する際に、シーンの選択がしやすくなるシステ
ムを実現する。
【０１５５】
　（第７の実施形態）
　図３３は、第７の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図であり、図３４は、
図３３に示したシーン情報記憶部格納されるシーン情報の一例を示す図である。以下、本
実施形態と第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１５６】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、第１の実施形態に係る録画情報サーバに加えて
、ソート部１０８を更に備える。ソート部１０８もまた、図１に示したＣＰＵ８がメモリ
９上のプログラムを実行することによって実現される。
【０１５７】
　ソート部１０８は、録画シーン情報抽出部５１によって生成された機器ＩＤ毎の録画シ
ーン情報を所定の優先度順にソートする。より具体的には、本実施形態で使用するシーン
情報には、図３４に示すように、「おすすめ度」のデータ項目が含まれている。このおす
すめ度は、放送局あるいはシーン情報提供者が所定の判断基準に基づいて設定する値であ
り、図３４の例では、おすすめの度合いが高い順に５～１のいずれかの数値が付されてい
る。ソート部１０８は、録画シーン情報抽出部が生成した録画シーン情報をおすすめ度の
降順にソートし、ソート済み録画シーン情報を生成する。
【０１５８】
　録画シーン情報送信部５２は、ソート部１０８が生成したソート済み録画シーン情報を
ユーザ端末７に送信する。
【０１５９】
　尚、ここでは、録画シーン情報を単におすすめ順にソートする例を説明したが、ソート
キーを更に追加しても良い。例えば、ソートキーとして更に「ジャンル」を追加し、ジャ
ンル毎のおすすめ順にシーンを並べて表示しても良い。
【０１６０】
　また、おすすめ度順に録画シーン情報をソートすると共に、予め設定された閾値以上の
おすすめ度が付されたデータのみを抽出しても良い。この場合、おすすめ度が高くないシ
ーンが提示されないので、ユーザによるシーン選択をしやすくするのに役立つ。
【０１６１】
　更に、おすすめ度順に録画シーン情報をソートすると共に、過去の所定の日数のデータ
のみを抽出しても良い。この場合、常に新しい情報を優先的にユーザ端末７に提示するこ
とができる。
【０１６２】
　図３５は、第７の実施形態に係る録画情報サーバが行う録画シーン情報送信処理のフロ
ーチャートである。
【０１６３】
　ステップＳ４０～Ｓ４７までの録画シーン情報生成処理は、第１の実施形態と同じであ
るので、繰り返しの説明を省略する。
【０１６４】
　録画シーン情報抽出部５１による録画シーン情報の生成後、ソート部１０８は、生成さ
れた録画シーン情報を取得する（ステップＳ２３０）。次に、ソート部１０８は、取得し
た録画シーン情報を優先度順にソートし（ステップＳ２３１）、ソート済み録画シーン情
報を録画シーン情報送信部５２に渡す。ここでの、優先度は、上述のおすすめ度や、おす
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すめ度と他の検索キーの組み合わせに該当する。録画シーン情報送信部５２は、ソート部
１０８によって生成されたソート済み録画シーン情報をユーザ端末７に送信する（ステッ
プＳ２３２）。
【０１６５】
　また、おすすめ度順に録画シーン情報を並べて一覧表示した後には、上記の第１の実施
形態と同様に、ユーザは表示された録画シーン情報の中から所望のシーンを選択し、選択
したシーンの再生を指示することができる。
【０１６６】
　上記のような一連の制御処理を行うことにより、録画機器５に記録されている録画番組
情報と、シーン情報サーバ２から提供される詳細なシーン情報とを関連付け、おすすめ度
などの優先度順にユーザ端末７に提示することが可能となる。したがって、ユーザ端末７
上で、録画機器５に格納されているシーンの選択がしやすくなる。
【０１６７】
　（第８の実施形態）
　図３６は、第８の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。以下、本実
施形態と第７の実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１６８】
　本実施形態では、シーン情報に含まれる「おすすめ度」のデータ項目を、放送局やシー
ン情報提供者ではなく、録画情報サーバ４で設定する点に特徴を有する。具体的には、録
画情報サーバ４は、第７の実施形態に係る録画情報サーバに加えて、おすすめ度設定部１
０９を更に備える。おすすめ度設定部１０９もまた、図１に示したＣＰＵ８がメモリ９上
のプログラムを実行することによって実現される。
【０１６９】
　おすすめ度設定部１０９は、シーン情報に含まれるシーン説明文から抽出した単語の出
現頻度に基づいておすすめ度を設定する。例えば、あるシーンの説明文として、シーン情
報に、「東京市場の為替動向をウォッチする」という文章が含まれている場合、「東京市
場」、「為替動向」などの単語を抽出し、過去の所定日数のそれぞれの単語の出現頻度を
求める。単語の出現頻度は、全放送番組を対象として求めても良いし、ユーザが録画した
番組を対象として求めても良い。おすすめ度設定部１０９は、予め用意された変換規則に
従って、出現頻度をおすすめ度に変換し、得られたおすすめ度をシーン情報記憶部４２内
のシーン情報に書き込む。変換規則としては、優先度毎に出現頻度の範囲を定めた変換テ
ーブルなどを利用し、ある１日の出現頻度のみに基づいておすすめ度を設定しても良い。
また、複数日の出現頻度の相対比較に基づいて、おすすめ度を設定しても良い。例えば、
ある１日（Ｎ日）の出現頻度が、「東京市場」　１０回、「為替動向」　３０回であり、
その前日である（Ｎ－１）日の出現頻度が、「東京市場」　５回、「為替動向」　２０回
だったとする。その場合、Ｎ日と（Ｎ－１）日の出現頻度の差は、「東京市場」　５回、
「為替動向」　１０回であり、「為替動向」がＮ日により注目されていると言える。この
場合、Ｎ日には、「為替動向」のおすすめ度を相対的に高く設定しても良い。これらの手
法は一例であり、ある単語の過去一定期間（例えば、過去１週間）の総出現数に基づいて
おすすめ度を設定したり、過去一定期間の平均出現数と当日の出現数との比較に基づいて
おすすめ度を設定したりしても良い。
【０１７０】
　シーン情報のシーン説明文からの単語の抽出は、シーン情報提供者が予め行っておいて
も良いし、録画情報サーバ４が形態素解析などを利用して行っても良い。
【０１７１】
　ソート部１０８は、第７の実施形態と同様に、おすすめ度順に録画シーン情報をソート
し、録画シーン情報送信部５２は、ソート済み録画シーン情報をユーザ端末７に送信する
。ソート部１０８によるソートや情報抽出のバリエーションは第７の実施形態と同様であ
る。この結果、ユーザ端末７上に、過去の一定期間に注目されている単語を含むシーンが
その出現頻度順に表示することができ、ユーザの利便性が向上する。
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【０１７２】
　（第９の実施形態）
　図３７は、第９の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図である。以下、本実施形態
と上記の各実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１７３】
　本実施形態では、第８の実施形態と同様に、おすすめ度を設定し、このおすすめ度の順
に録画シーン情報がソートされるが、おすすめ度の設定処理とソート処理とを録画機器５
が行う点に特徴を有する。
【０１７４】
　本実施形態に係る録画機器５は、第４の実施形態に係る録画機器に加えて、おすすめ度
設定部１１１とソート部１１２とを更に備える。おすすめ度設定部１１１とソート部１１
２ともまた、図１に示したＣＰＵ１２がメモリ１３上のプログラムを実行することによっ
て実現される。
【０１７５】
　おすすめ度設定部１１１は、シーン情報に含まれるシーン説明文から抽出した単語の出
現頻度に基づいておすすめ度を決定する。このおすすめ度の決定には、第８の実施形態で
例示した手法を利用できる。おすすめ度設定部１１１は、決定したおすすめ度をシーンフ
ァイル記憶部６５内のシーン情報に書き込む。シーン情報のシーン説明文からの単語の抽
出は、シーン情報提供者が予め行っておいても良いし、録画情報サーバ４が形態素解析な
どを利用して行っても良い。
【０１７６】
　ソート部１１２は、録画シーン情報抽出部６４によって生成された録画シーン情報を、
おすすめ度に基づいてソートし、ソート済み録画シーン情報を生成する。ソート部１１２
は、ソート済み録画シーン情報を映像出力部３４に出力することによって、おすすめ度順
にソートされた録画シーン情報を表示装置６に一覧表示することができる。
【０１７７】
　尚、本実施形態では、録画機器５内のおすすめ度設定部１１１がおすすめ度を設定して
いるが、放送局、シーン情報提供者、録画情報サーバのいずれかでおすすめ度を設定して
いる場合は、おすすめ度設定部１１１は必ずしも必要ではなく、録画機器５は、ソート部
１１２を備えていれば良い。
【０１７８】
　＜ＩＩ．登録したキーワードを含むシーンをメールで通知＞
　以下の第１０及び第１１の実施形態では、予めユーザが希望するキーワードを登録して
おき、シーン情報サーバ２から提供されるシーン情報と、録画機器５から提供される録画
番組情報とを関連付けた情報から、登録したキーワードを含むシーンの情報が抽出された
場合に、登録されたキーワードを含むシーンが録画されたことをメールでユーザに通知で
きるシステムを実現する。ここで、登録されたキーワードを含むシーンとは、録画番組に
関連付けられるシーン情報に含まれるカテゴリ、トピック、シーン詳細、商品、店舗、出
演者等のいずれかの情報にキーワードが含まれるシーンをいう。
【０１７９】
　（第１０の実施形態）
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、予めユーザ端末７から入力されたキーワードを
保持し、録画機器５によってキーワードを含むシーンが録画された場合に、ユーザ端末７
にメールで通知する点に更に特徴を有する。以下、本実施形態と第１の実施形態との相違
点を中心に説明する。
【０１８０】
　図３８は、第１０の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。図３９は
、図３８に示されるキーワード情報記憶部に格納される情報の一例を示す図であり、図４
０は、図３８に示される機器ＩＤ／アドレス記憶部に格納される情報の一例を示す図であ
る。
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【０１８１】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、第１の実施形態に係る録画情報サーバに加えて
、キーワード受付部８０と、キーワード記憶部８１とを更に備える。更に、第１０の実施
形態に係る機器ＩＤ記憶部４８と、録画シーン情報抽出部５１と、録画シーン情報送信部
５２とが、機器ＩＤ／アドレス記憶部８２と、録画シーン情報抽出部６４と、メール送信
部８３とに置き換えられている。キーワード記憶部８１と、機器ＩＤ／アドレス記憶部８
２とは、図１に示した記憶装置１０によって実現される。キーワード受付部８０と、録画
シーン情報抽出部６４と、メール送信部８３とは、図１に示したＣＰＵ８がメモリ９上の
プログラムを実行することによって実現される。
【０１８２】
　キーワード受付部８０は、ユーザ端末７から入力されたキーワードを受け付ける。キー
ワード受付部８０は、受け付けたキーワードをユーザＩＤ及び機器ＩＤと関連付けて、キ
ーワード記憶部８１に格納する。
【０１８３】
　キーワード記憶部８１は、図３９に示すように、ユーザＩＤと、機器ＩＤと、キーワー
ド受付部８０から渡された少なくとも１つのキーワードを関連付けて記憶する。キーワー
ド情報のキーとしてユーザＩＤ及び機器ＩＤの組み合わせを使用する理由は、１つのユー
ザＩＤに対して複数の機器ＩＤが登録されている場合（ユーザが複数台の録画機器を所有
しているケース）、及び、１つの機器ＩＤに対して複数のユーザＩＤが登録されている場
合（複数ユーザが１台の録画機器を共用するケース）にも、後述するメールの送信先を特
定できるようにするためである。
【０１８４】
　機器ＩＤ／アドレス記憶部８２は、図４０に示すように、ユーザＩＤと、メールアドレ
スと、少なくとも１つの機器ＩＤとを関連付けて記憶する。
【０１８５】
　録画シーン情報抽出部６４は、まず、録画番組情報抽出部５０が抽出した特定の機器Ｉ
Ｄに対応する番組情報とシーン情報記憶部４２に格納されているシーン情報とを関連付け
、録画シーン情報を生成する。次に、録画シーン情報抽出部６４は、特定の機器ＩＤに対
応するキーワードをキーワード記憶部から取得し、取得したキーワードを含む録画シーン
情報のみ抽出する。録画シーン情報抽出部６４は、取得したキーワードを含む録画シーン
情報が存在する場合、抽出した録画シーン情報をメール送信部８３に渡す。
【０１８６】
　メール送信部８３は、特定の機器ＩＤに対応するメールアドレスを機器ＩＤ／アドレス
記憶部８２から取得し、取得したメールアドレス宛に、録画シーン情報抽出部６４によっ
て抽出された録画シーン情報の件数と、キーワードを記述したメールを送信する。
【０１８７】
　図４１は、ユーザ端末上に表示されるキーワード登録画面の一例を示す図である。
【０１８８】
　図４１に示される画面には、キーワード入力欄４１ａと、検索タイプを特定するための
チェックボックス４１ｂと、放送タイプを特定するためのチェックボックス４１ｃと、登
録ボタン４１ｄとが表示されている。ユーザがキーワード入力欄４１ａに、所望のキーワ
ードを入力し、登録ボタン４１ｄを選択すると、キーワードが録画情報サーバ４に送信さ
れる。キーワードの数は任意で良い。
【０１８９】
　図４２は、第１０の実施形態に係る録画情報サーバが行うキーワード登録処理を示すフ
ローチャートである。
【０１９０】
　ステップＳ４０～Ｓ４４までの処理は、図１５で説明した録画シーン情報送信処理の一
部と同じであるため、繰り返しの説明を省略する。
【０１９１】
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　ステップＳ４４で機器ＩＤが特定された後、キーワード受付部８０は、ユーザ端末７か
ら送信されたキーワードを受信する（ステップＳ１３０）。キーワード受付部８０は、受
信したキーワードと機器ＩＤとを関連付けて、キーワード記憶部８１に記録する（ステッ
プＳ１３１）。
【０１９２】
　図４３は、第１０の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーン抽出処理を示すフロー
チャートである。
【０１９３】
　録画シーン情報抽出部６４は、録画番組情報抽出部５０が抽出した、特定の機器ＩＤに
関連付けられた番組情報と、シーン情報記憶部４２に格納されているシーン情報とを関連
付け、録画シーン情報を生成する（ステップＳ１４０）。次に、録画シーン情報抽出部６
４は、特定のユーザＩＤ及び機器ＩＤの組み合わせに関連付けられたキーワードをキーワ
ード記憶部８１から取得する（ステップＳ１４１）。録画シーン情報抽出部６４は、生成
した録画シーン情報から、取得したキーワードを含む録画シーン情報を抽出する（ステッ
プＳ１４２）。
【０１９４】
　キーワードを含む録画シーン情報がない場合は（ステップＳ１４３でＮｏ）、処理を終
了する。一方、キーワードを含む録画シーン情報がある場合（ステップＳ１４３でＹｅｓ
）、メール送信部８３は、ユーザＩＤ及び機器ＩＤの組み合わせに関連付けられたメール
アドレスを機器ＩＤ／アドレス記憶部８２から取得し（ステップＳ１４４）、取得したア
ドレス宛に、抽出された録画シーン情報のシーンを特定する情報を記載したメールを送信
する（ステップＳ１４５）。
【０１９５】
　図４４は、第１０の実施形態に係る録画情報サーバからユーザ端末に送信されるメール
の一例を示す図である。
【０１９６】
　ユーザ端末の表示画面に、録画情報サーバ４から送信されたメールが表示されている。
この受信メールには、一例として、登録したキーワードを含む録画シーンの数４４ａ、録
画機器４４ｂ、キーワード４４ｃ、ヒットしたシーンの概要４４ｄが記載されている。
【０１９７】
　このように、本実施形態では、予め所望のキーワードを登録しておけば、キーワードを
含むシーンが録画機器に録画されたことがメールで通知されるので、ユーザが興味のある
シーンの録画及び再生を容易に行うことができる。また、希望のシーンが録画されたこと
を、録画機器５を起動することなく通知することができるので、より確実な通知を行うこ
とができる。
【０１９８】
　尚、図４３で説明したシーン抽出・メール送信処理は、一定時間毎あるいは予め定めた
時刻に行えば良い。
【０１９９】
　また、上記の例では、登録したキーワードを含むシーンが録画されたことと、キーワー
ドを含むシーンの最小限の情報だけをメールで通知する例を説明したが、次のような構成
を採用しても良い。
【０２００】
　図４５は、録画情報サーバからユーザ端末に送信されるメールの他の一例を示す図であ
り、図４６は、ユーザ端末上に表示される確認ページ表示画面の一例を示す図である。
【０２０１】
　図４５に示される受信メールの記載情報は、キーワードを含む録画シーン情報の数４５
ａ、録画機器４５ｂ、キーワード４５ｃだけであるが、確認ページへのリンク４５ｄが張
られている。ユーザが「確認ページへ」のリンク４５ｄを選択すると、図４６に示される
確認ページにジャンプする。
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【０２０２】
　図４６に示される確認ページには、録画機器４６ａとキーワード４６ｂ、キーワードを
含む録画シーンの概要４６ｃに加え、再生ボタン４６ｄが表示されている。ユーザは、こ
の確認ページから再生ボタン４６ｄを選択することによって、所望のシーンの再生要求を
送信することができる。
【０２０３】
　図４７は、図４５及び４６に示される確認ページ表示方法を示すフローチャートである
。
【０２０４】
　表示要求受付部４９は、ユーザ端末７から確認ページの表示要求を受け付けると（ステ
ップＳ１５０）、特定の機器ＩＤに関連付けられた番組情報と、シーン情報記憶部４２に
格納されているシーン情報とを関連付け、録画シーン情報を生成する（ステップＳ１５１
）。次に、録画シーン情報抽出部６４は、ユーザＩＤ及び機器ＩＤの組み合わせに関連付
けられたキーワードをキーワード記憶部８１から取得する（ステップＳ１５２）。録画シ
ーン情報抽出部６４は、生成した録画シーン情報から、取得したキーワードを含むシーン
情報を抽出する（ステップＳ１５３）。録画シーン情報抽出部６４は、抽出したシーン情
報をユーザ端末７に送信する（ステップＳ１５４）。次に、再生指示受付部５３がユーザ
端末７からシーンの選択を受け付けると（ステップＳ１５５）、再生指示送信部５４は、
録画機器５に対して選択されたシーンの再生指示を送信する（ステップＳ１５６）。
【０２０５】
　（第１１の実施形態）
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、ユーザ端末７に送信するメールに、キーワード
を含む録画シーン再生指示用のＵＲＬを書き込む点に更に特徴を有する。以下、本実施形
態と第１０の実施形態との相違点を中心に説明する。
【０２０６】
　図４８は、第１１の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図であり、図４９は
、図４８に示した抽出情報記憶部に格納される情報の一例を示す図である。
【０２０７】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、第１０の実施形態に係るものに加えて、抽出情
報記憶部８４を更に備える。抽出情報記憶部８４もまた、図１に示した記憶装置１０によ
って実現される。
【０２０８】
　抽出情報記憶部８４には、図４９に示すように、録画シーン情報抽出部６４によって抽
出されたシーン情報を特定するシーンＩＤと、ユーザＩＤと、機器ＩＤと、コンテンツＩ
Ｄと、再生開始時刻と、再生時間とを含む情報が格納されている。ここで、シーンＩＤは
、シーン情報から抽出したものであり、コンテンツＩＤは、録画番組情報から抽出したも
のである。
【０２０９】
　図５０は、第１１の実施形態に係る録画情報サーバが行うシーン抽出処理を示すフロー
チャートである。
【０２１０】
　ステップＳ１４０～Ｓ１４３までの処理は、図４３で説明したシーン抽出処理の一部と
同じであるため、繰り返しの説明を省略する。
【０２１１】
　キーワードを含む録画シーン情報がある場合（ステップＳ１４３でＹｅｓ）、録画シー
ン情報抽出部６４は、抽出した録画シーン情報を抽出情報記憶部８４に記録する（ステッ
プＳ１６０）。メール送信部８３は、ユーザＩＤ及び機器ＩＤの組み合わせに関連付けら
れたメールアドレスを機器ＩＤ／アドレス記憶部８２から取得し（ステップＳ１６１）、
取得したアドレス宛に、抽出されたシーンの再生要求を送信するためのＵＲＬを記載した
メールを送信する（ステップＳ１６２）。
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【０２１２】
　図５１は、第１１の実施形態に係る録画情報サーバからユーザ端末に送信されるメール
の一例を示す図である。
【０２１３】
　図５１に示すユーザ端末の表示画面には、録画情報サーバ４から送信されたメールが表
示されている。この受信メールには、一例として、登録したキーワードを含む録画シーン
の数５１ａ、録画機器５１ｂ、キーワード５１ｃ、ヒットしたシーンの概要５１ｄに加え
て、再生用のＵＲＬ５１ｅが記載されている。ユーザがこのＵＲＬ５１ｅにアクセスする
と、録画情報サーバ４は、ＵＲＬ５１ｅに含まれるシーンＩＤで特定されるシーンの再生
要求を録画機器５に送信する。
【０２１４】
　図５２は、第１１の実施形態に係る録画情報サーバが行う再生指示送信処理を示すフロ
ーチャートである。
【０２１５】
　ユーザ端末７がシーン再生指示用ＵＲＬ５１ｅにアクセスすると、このＵＲＬ５１ｅに
含まれるシーンＩＤが再生指示受付部５３に通知され、再生指示受付部５３がシーンＩＤ
と共に再生要求を受け付ける（ステップＳ１７０）。再生指示受付部５３は、シーンＩＤ
を再生指示送信部５４に渡し、再生指示の送信を要求する（ステップＳ１７１）。次に、
再生指示送信部５４は、再生指示受付部５３から渡されたシーンＩＤに関連付けられた機
器ＩＤ、コンテンツＩＤ、再生時間を抽出情報記憶部８４から抽出する（ステップＳ１７
２）。次に、再生指示送信部５４は、抽出された機器ＩＤを有する録画機器５に対して、
コンテンツＩＤ、再生開始時刻、再生時間を含む再生指示を送信する。
【０２１６】
　本実施形態では、キーワードを含むシーンが録画されたことを通知するメールに、再生
指示用のＵＲＬが記載されているので、ＵＲＬにアクセスするだけで容易に再生を開始す
ることが可能となる。
【０２１７】
　尚、図５１に示したようにシーンＩＤをユーザ端末７に通知する代わりに、再生用指示
用のＵＲＬを"https://xxxxxx.jp/?content#id=001&time=0530"のように記述し、コンテ
ンツＩＤと再生開始時間を直接指定できるようにしても良い。この場合、図４８に記載の
抽出情報記憶部８４は不要となる。また、録画情報サーバ４での処理としては、図５０の
ステップＳ１６０を省略し、ステップＳ１６２において、コンテンツＩＤと再生開始時間
を含むＵＲＬを生成してメールに記載すれば良い。
【０２１８】
　尚、上記の第１０及び第１１の実施形態では、キーワードにヒットした録画番組がある
ことをメールによってユーザ端末７に通知しているが、ユーザ端末７にインストールされ
たウィジェット等のアプリケーションを介して通知を行っても良い。すなわち、録画情報
サーバ４からユーザ端末７へと、キーワードにヒットした録画番組があることを示すデー
タを送信し、受信したデータに基づいてウィジェット等のアプリケーションがユーザに通
知を行っても良い。
【０２１９】
　また、キーワードにヒットした録画番組があることを通知する方法として、次のような
変形例を採用しても良い。
【０２２０】
　図５３は、キーワードにヒットした録画番組があることを通知する方法の変形例を説明
するための図である。
【０２２１】
　図５３（ａ）の例では、ユーザ端末７によって制御可能なガジェット２００を介してユ
ーザへの通知を行う。具体的には、ガジェット２００は、有線または無線でユーザ端末７
から出力される制御信号を受信可能である。ユーザ端末７は、キーワードにヒットした録
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画番組があることの通知を録画情報サーバ４から受信すると、インストールされているア
プリケーションによって、ガジェット２００を動作させるための制御信号を生成し、ガジ
ェット２００に出力する。ガジェット２００は、例えば、光・音・振動等を発したり、何
らかの動作を行うことができるストラップやマスコットであり、ユーザ端末７からの制御
信号に応答して光・音・振動等を発したり、動作したりすることで、キーワードにヒット
した録画番組があることをユーザに通知する。このように、ユーザ端末７上での通知に加
えて、あるいは、ユーザ端末７上での通知に代えて、ユーザ端末７の外部の機器を用いる
ことにより、ユーザ端末７の画面が非表示であったり、ユーザ端末７をバッグ等に収納し
たりしている場合でも、確実に通知を行うことが可能となる。また、スマートフォンや携
帯電話には、数多くの情報がプッシュされてくるが、このような専用のガジェット２００
を用いることによって、キーワードにヒットした録画番組の通知を確実に行うことができ
る。
【０２２２】
　図５３（ｂ）の例では、録画機器５または表示装置６によって制御可能なガジェット２
０１を介してユーザへの通知を行う。具体的には、ガジェット２０１は、有線または無線
でユーザ端末７から出力される制御信号を受信可能である。録画機器５は、キーワードに
ヒットした録画番組があることの通知を録画情報サーバ４から受信すると、ガジェット２
０１を動作させるための制御信号を生成し、ガジェット２０１に出力する。あるいは、録
画機器５は、キーワードにヒットした録画番組があることの通知を録画情報サーバ４から
受信すると、その旨を表示装置６に通知する。表示装置６は、録画機器５からキーワード
にヒットした録画番組があることの通知を受信すると、ガジェット２０１を動作させるた
めの制御信号を生成し、ガジェット２０１に出力する。ガジェット２０１は、ガジェット
２００と同様に、録画機器５または表示装置６からの制御信号に応答して光・音・振動等
を発したり、動作したりすることによって、キーワードにヒットした録画番組があること
をユーザに通知する。このような構成によっても、図５３（ａ）の例と同様に、キーワー
ドにヒットした録画番組があることを確実にユーザに知らせることができる。
【０２２３】
　尚、上記の第１０及び１１の実施形態では、録画情報サーバ４からユーザ端末７または
録画機器５に通知を行うタイミングを特定していないが、通知を行うタイミングを予め録
画情報サーバ４に登録できるように構成しても良い。具体的には、録画情報サーバ４にキ
ーワードを登録する際に、時刻、午前・午後・夜間等の時間帯、駅やコンビニエンススト
ア等の特定の場所などを通知条件として登録しておく。そして、録画情報サーバ４で、キ
ーワードにヒットした録画番組があることの判定を行った際に、通知条件を満たしている
か否かを判定し、通知条件を満たしている場合に通知を行えば良い。例えば、通知条件と
して、時間帯「午前」が登録されている場合、キーワードにヒットした録画番組があるこ
とが判定された時刻が午前であれば、通知を行う。キーワードにヒットした録画番組があ
ることが判定された時刻が午前以外であれば、午前になるまで待機し、午前になってから
通知を行っても良い。あるいは、通知条件として、場所「コンビニエンスストア」が登録
されている場合、キーワードにヒットした録画番組があることが判定された際に、ユーザ
端末７の位置情報を取得し、取得した位置情報に基づいて、ユーザ端末７がコンビニエン
スストアまたはその近傍にいると判断した場合に通知を行う。この場合も、キーワードに
ヒットした録画番組があることが判定された後に、ユーザ端末７がコンビニエンスストア
またはその近傍に到達した時点で通知を行っても良い。通知条件は、キーワードが複数登
録できる場合は、キーワード毎に設定することができる。また、１つのキーワードに対し
て、時間帯と場所のような２以上の条件を通知条件として設定しても良い。
【０２２４】
　ここで、通知条件として、上述した特定の時間や特定の場所の他に、ユーザ端末７以外
の特定の機器に接触したこと、または、ユーザ端末７以外の特定の機器の近くを通ったこ
とを設定しても良い。ユーザ端末７が、特定の機器と接触したことや、特定の機器の近く
を通ったことは、近距離無線通信や、無線通信等によって検出することができる。特定の
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機器の例としては、テレビ、録画機、自動販売機、自動改札機、駅の券売機、コンサート
などのチケット券売機、ポイント発行機など、ネットワークに接続されているあらゆる機
器を利用できる。特定の機器とユーザ端末７との接触または近接の検出は、ユーザ端末７
で行っても良いし、特定の機器等が行っても良い。前者の場合、ユーザ端末７が、自身に
備わる無線通信装置等を用いて近くにある装置の情報を取得し、特定の機器との接触また
は近接を判定して、通知条件を満たしたことを録画情報サーバ４に送信しても良い。ある
いは、ユーザ端末７が、取得した装置の情報（装置の種類）を録画情報サーバ４に送信し
、録画情報サーバ４が特定の機器とユーザ端末７との接触または近接を判定しても良い。
後者の場合、特定の機器が無線通信等によって近くにあるユーザ端末７を認識し、ユーザ
端末４から取得したユーザＩＤや機器ＩＤ等を録画情報サーバ４に送信することで、特定
の機器とユーザ端末７との接触または近接を通知しても良い。
【０２２５】
　＜ＩＩＩ．録画した番組で紹介された商品の購入をサポート＞
　上述したように、シーン情報には、番組に含まれるシーンのトピックやキーワードなど
の他に、各シーンで紹介された商品に関する情報がシーン毎に記録されている。商品に関
する情報としては、例えば、商品の有無、商品名、販売店、価格などがある。以下の第１
２及び第１３の実施形態では、シーン情報に含まれる商品情報を利用して、録画した番組
内で紹介された商品を容易に購入できるシステムを実現する。各実施形態に係るシステム
の詳細を説明する前に、まず、このシーン情報を利用した商品の購入方法のコンセプトを
説明する。
【０２２６】
　図５４は、第１２及び第１３の実施形態において、録画機器が表示装置に表示する画面
の一例を示す図であり、図５５は、第１２及び第１３の実施形態に係る録画機器が備える
リモコンの一例を示す図である。
【０２２７】
　録画情報サーバ４から録画機器５にシーン情報が供給されている場合、録画機器５は、
シーン情報に含まれる商品名のデータ項目を参照して、各シーンで商品が紹介されていた
か否かを判定することができる。あるいは、シーン情報に、商品の有無を示すフラグが定
義されている場合は、このフラグを参照しても良い。録画機器５は、この判定処理を録画
番組の再生時に行い、再生されているシーンで商品が紹介された場合は、例えば図５４に
示すように、画面上の一部に商品を示す商品アイコン２２を表示する。ユーザは、この商
品アイコン２２が表示されている間に、リモコンや操作パネルから商品購入の指示を入力
することによって、商品を購入できたり、商品購入情報を取得したりできる。商品アイコ
ンの表示中に購入指示の入力を容易に行えるよう、図５５に示すように、リモコンに商品
ボタン２３を設けても良い。
【０２２８】
　（第１２の実施形態）
　図５６は、第１２の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図である。
【０２２９】
　本実施形態に係る録画機器５は、第４の実施形態に係る録画機器に、商品ＩＤ送信部９
０を更に加えたものである。商品ＩＤ送信部９０もまた、図１に示したＣＰＵ１２がメモ
リ１３上のプログラムを実行することによって実現される。
【０２３０】
　録画シーン情報抽出部６４は、録画番組情報記憶部３２に記憶される録画情報とシーン
ファイル記憶部６５に記憶されるシーンファイルとを関連付けて、録画シーン情報の一覧
を作成し、映像出力部３４を介して表示装置６に表示する。また、録画シーン情報抽出部
６４は、シーンＩＤや、録画番組と再生時刻の組み合わせといった再生中のシーンを特定
する情報を再生制御部３３から受け取り、シーン情報を参照して、再生中のシーンで商品
が紹介されているか否かを判定する。この判定を行う際、シーン情報抽出部はシーンファ
イル記憶部６５に記憶されるシーンファイルを参照しても良いし、作成後にメモリに保持
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されているシーン一覧情報を参照しても良い。再生中のシーンで商品が紹介されている場
合、録画シーン情報抽出部６４は、映像出力部３４に対して商品アイコンを表示するよう
指示する。表示装置６上への商品アイコンの表示中に、ユーザ入力受付部６３が商品購入
の指示を受け付けると、録画シーン情報抽出部６４は、シーン情報に含まれる商品ＩＤを
商品ＩＤ送信部９０に渡し、商品ＩＤの送信を指示する。尚、録画シーン情報抽出部６４
は、商品を紹介するシーンの再生が完了して、商品アイコンの表示が終了した後にも、商
品購入の指示を受け付け、直前に紹介されていた商品の商品ＩＤを商品ＩＤ送信部９０に
渡しても良い。
【０２３１】
　商品ＩＤ送信部９０は、録画シーン情報抽出部６４から受け取った商品ＩＤに、ユーザ
ＩＤと機器ＩＤとを付加して、録画情報サーバに送信する。
【０２３２】
　図５７は、第１２の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。
【０２３３】
　録画情報サーバ４は、第４の実施形態に係る録画情報サーバに、商品ＩＤ受付部９１と
購入登録部９２とを更に加えたものである。商品ＩＤ受付部９１及び購入登録部９２もま
た、図１に示したＣＰＵ８がメモリ９上のプログラムを実行することによって実現される
。
【０２３４】
　商品ＩＤ受付部９１は、録画機器５から送信された商品ＩＤ、機器ＩＤ、ユーザＩＤを
受け付け、購入登録部９２に渡す。
【０２３５】
　購入登録部９２は、シーン情報記憶部４２を参照して、商品ＩＤに対応する商品販売先
を取得し、外部の商品販売サーバ９３に商品ＩＤで特定される商品と、ユーザＩＤに対応
するユーザ情報とを送信する。
【０２３６】
　その後、ユーザは、商品販売サーバ９３が提供する販売サイトにアクセスして商品購入
処理を完了する。
【０２３７】
　図５８は、第１２の実施形態に係る録画機器が行う商品アイコン表示処理を示すフロー
チャートである。
【０２３８】
　ユーザ入力受付部６３が、ユーザからの番組またはシーンの再生要求を受け付けると（
ステップＳ１８０）、再生制御部３３に対して選択されたシーンの再生を指示する（ステ
ップＳ１８１）。次に、録画シーン情報抽出部６４は、再生制御部３３から再生中のシー
ンを取得し、再生中のシーンのシーン情報に商品情報が含まれているか否かを判定する（
ステップＳ１８２）。録画シーン情報抽出部６４が、再生中のシーンのシーン情報に商品
情報が含まれていないと判定した場合（ステップＳ１８３でＮｏ）、商品アイコン表示処
理を終了する。一方、録画シーン情報抽出部６４が、再生中のシーンのシーン情報に商品
情報が含まれていると判定した場合（ステップＳ１８３でＹｅｓ）、映像出力部３４に商
品アイコンの表示を指示する（ステップＳ１８４）。映像出力部３４は、再生制御部３３
から出力される再生画像に商品アイコンの画像を重畳して表示装置６に表示させる（ステ
ップＳ１８５）。
【０２３９】
　図５９は、第１２の実施形態に係る録画機器が行う商品ＩＤ送信処理を示すフローチャ
ートである。
【０２４０】
　ユーザ入力受付部６３が商品購入指示（例えば、図５５のリモコンの商品ボタンを押下
されたこと）を受け付けると（ステップＳ１９０）、録画シーン情報抽出部６４は、再生
中のシーンのシーン情報に商品情報が含まれていない場合（ステップＳ１９１でＮｏ）は
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、商品ＩＤ送信処理を終了する。一方、録画シーン情報抽出部６４が、再生中のシーンの
シーン情報に商品情報が含まれていると判定した場合は（ステップＳ１９１でＹｅｓ）、
録画シーン情報抽出部６４は、シーン情報に含まれる商品ＩＤを商品ＩＤ送信部９０に渡
す。商品ＩＤ送信部９０は、録画シーン情報抽出部６４から受け取った商品ＩＤに、ユー
ザＩＤと機器ＩＤとを組み合わせた情報を録画情報サーバ４に送信する（ステップＳ１９
３）。
【０２４１】
　その後、録画情報サーバ４では、図５７で説明したように、録画機器５から受信した商
品ＩＤを購入登録部９２を介して外部の商品販売サーバ９３に送信する。
【０２４２】
　本実施形態によれば、番組内の各シーンと関連付けられた商品情報を利用して、録画機
器５による録画番組で紹介された商品の購入処理を容易に行うことができる。
【０２４３】
　（第１３の実施形態）
　本実施形態に係る録画情報サーバは、外部の商品販売サーバに商品購入の申し込みを送
信することに代えて、シーン情報に登録されている販売店情報を記載したメールをユーザ
に送信する点に特徴を有する。以下、本実施形態と第１２の実施形態との相違点を中心に
説明する。
【０２４４】
　図６０は、第１３の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。
【０２４５】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、第１２の実施形態に係る購入登録部９２に代え
て、メール送信部９４と機器ＩＤ／アドレス記憶部８２とを備える。メール送信部９４及
びは、図１に示したＣＰＵ８がメモリ９上のプログラムを実行することによって実現され
る。機器ＩＤ／アドレス記憶部８２は、上記の第１０の実施形態で説明したものと同じで
あるため、説明を省略する。
【０２４６】
　メール送信部９４は、シーン情報記憶部４２に記憶されるシーン情報から、商品ＩＤ受
付部９１から受け取った商品ＩＤで特定される商品の販売店を取得する。また、メール送
信部９４は、商品ＩＤ受付部９１から受け取った機器ＩＤ及びユーザＩＤに対応するメー
ルアドレスを機器ＩＤ／アドレス記憶部８２から取得する。メール送信部９４は、取得し
た商品の販売店情報を記載したメールを作成し、機器ＩＤ／アドレス記憶部８２から取得
したメールアドレス宛に送信する。
【０２４７】
　図６１は、第１３の実施形態に係る録画情報サーバが行う商品情報メール送信処理を示
すフローチャートである。
【０２４８】
　商品ＩＤ受付部９１が録画機器５から送信された商品ＩＤ、機器ＩＤ、ユーザＩＤを受
け取ると（ステップＳ２００）、シーン情報記憶部４２から商品ＩＤに対応する商品の販
売店に関する情報を取得する（ステップＳ２０１）。次に、メール送信部９４は、商品Ｉ
Ｄ受付部９１から受け取った機器ＩＤ及びユーザＩＤに対応するメールアドレスを機器Ｉ
Ｄ／アドレス記憶部８２から取得する（ステップＳ２０２）。メール送信部９４は、取得
した販売店情報を記載したメールを作成し、機器ＩＤ／アドレス記憶部８２から取得した
メールアドレス宛に送信する（ステップＳ２０３）。
【０２４９】
　本実施形態によれば、番組内の各シーンと関連付けられた商品情報を利用して、録画機
器５による録画番組で紹介された商品の販売店情報を容易に取得することができる。
【０２５０】
　＜ＩＶ．ユーザ端末の位置に応じた店舗情報を通知＞
　シーン情報には、番組で紹介されたレストランや料理店の店舗情報を含ませることがで
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きる。店舗情報としては、例えば、名称、住所、電話番号、ＧＰＳ情報などがある。以下
の実施形態では、ユーザ端末７から録画情報サーバ４へと送信された位置情報に基づいて
、ユーザ端末７の近くにある店舗情報をユーザ端末７に提供するシステムを実現する。よ
り特定的には、録画情報サーバ４が提供する店舗情報は、ユーザが録画機器５で録画した
番組で紹介される店舗の情報を含む点に特徴を有する。
【０２５１】
　図６２は、第１４の実施形態において、ユーザ端末上に表示されるソート済み店舗情報
の一例を示す図である。
【０２５２】
　図６２の表示画面には、「お気に入り」６２ａ、「視聴済み番組で紹介」６２ｂ、「未
視聴番組で紹介」６２ｃ、「その他」６２ｄの４つのカテゴリに分けて、店舗情報が表示
されている。「お気に入り」６２ａ、「視聴済み番組で紹介」６２ｂ、「未視聴番組で紹
介」６２ｃの３つのカテゴリには、録画機器５で録画された番組で紹介された店舗に関す
る情報が分類される。「その他」６２ｄのカテゴリは、録画機器５で録画された番組とは
無関係の店舗の情報が含まれる。
【０２５３】
　更に、「視聴済み番組で紹介」のカテゴリは、録画機器５で録画した後、既に視聴した
番組で紹介された店舗の情報が含まれる。「未視聴番組で紹介」のカテゴリは、録画機器
５で録画した後、まだ視聴されていない番組で紹介された店舗の情報が含まれる。「お気
に入り」のカテゴリは、録画機器５で録画した番組で紹介される店舗のうち、視聴済み／
未視聴にかかわらず、ユーザ自身が選択した店舗の情報が含まれる。
【０２５４】
　図６３は、第１４の実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック図である。
【０２５５】
　本実施形態に係るユーザ端末７は、ユーザ入力受付部７０と、表示部７５と、位置情報
取得部９７と、位置情報送信部９８と、店舗情報受付部９９と、ブックマーク要求送信部
１１３とを備える。
【０２５６】
　ユーザ入力受付部７０は、ユーザ端末７に設けられた操作ボタンや、タッチパネルに表
示されるＧＵＩからのユーザ入力を受け付ける。
【０２５７】
　表示部７５は、ユーザ端末７に内蔵されるディスプレイや、ユーザ端末７に接続される
外部ディスプレイである。
【０２５８】
　位置情報取得部９７は、ユーザ端末７の位置情報を取得する。位置情報取得部９７とし
ては、例えばＧＰＳ受信機を利用できる。また、位置情報取得部９７は、通信事業者より
提供されるユーザ端末７の位置情報や、住所、電話番号、郵便番号などのユーザ入力を位
置情報として受け付けても良い。住所、電話番号、郵便番号を位置情報として予め登録し
ておく場合は、位置情報取得部９７は、これらの情報を記憶装置から取得しても良い。位
置情報取得部９７は、取得した位置情報を位置情報送信部９８に出力する。
【０２５９】
　位置情報送信部９８は、位置情報取得部９７から受け取った位置情報を録画情報サーバ
４に送信する。
【０２６０】
　店舗情報受付部９９は、録画情報サーバ４から送信される店舗情報を受け付け、受け付
けた店舗情報を表示部７５に一覧表示させる。
【０２６１】
　ブックマーク要求送信部１１３は、ユーザ端末７から、お気に入りカテゴリに店舗を追
加するためのブックマーク要求を送信する。
【０２６２】
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　ユーザ入力受付部７０と、位置情報取得部９７と、位置情報送信部９８と、店舗情報受
付部９９と、ブックマーク要求送信部１１３とは、ユーザ端末７が備えるＣＰＵ（図示せ
ず）またはマイクロコンピュータ（図示せず）がメモリ（図示せず）上のプログラムを実
行することによって実現される。ユーザ端末７内の機能ブロックと、録画情報サーバ４と
の通信は、ネットワークインターフェース（図示せず）を通じて行われる。
【０２６３】
　図６４は、第１４の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。
【０２６４】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、第１の実施形態に係る表示要求受付部４９に代
えて、位置情報受付部１１４と、ソート部１１５と、店舗情報送信部１１６と、ブックマ
ーク要求受付部１１７と、ブックマーク情報記憶部１１８とを備える。位置情報受付部１
１４と、ソート部１１５と、店舗情報送信部１１６と、ブックマーク要求受付部１１７と
は、図１に示したＣＰＵ８がメモリ９上のプログラムを実行することによって実現される
。また、ブックマーク情報記憶部１１８は、図１に示した記憶装置１０によって実現され
る。
【０２６５】
　ブックマーク要求受付部１１７は、ユーザ端末７または録画機器５から、店舗をお気に
入りカテゴリに追加するためのブックマーク要求を受け付ける。ブックマーク要求受付部
１１７は、ブックマーク要求で指定される店舗を機器ＩＤ及びユーザＩＤの組み合わせ毎
にブックマーク情報記憶部１１８に格納する。
【０２６６】
　位置情報受付部１１４は、ユーザ端末７から送信された位置情報を受け付けると、録画
番組情報抽出部５０に録画番組情報の抽出を指示する。位置情報受付部１１４は、受け付
けた位置情報を後述するソート処理で使用するために、ソート部１１５に出力する。
【０２６７】
　ソート部１１５は、ブックマーク情報記憶部１１８から取得したブックマーク情報と、
位置情報受付部１１４から取得した位置情報とに基づき、録画シーン情報抽出部５１から
出力される録画シーン情報をソートしてソート済み店舗情報を生成する。このソート処理
では、録画シーン情報に含まれる店舗を、ユーザ端末の位置情報に近い店舗から順に、か
つ、上述したカテゴリに設定される優先度が高い順に並び替える。ソート部１１５は、ソ
ート済み店舗情報を店舗情報送信部１１６に出力する。
【０２６８】
　店舗情報送信部１１６は、ソート部１１５から出力されたソート済み店舗情報をユーザ
端末７に送信する。
【０２６９】
　図６５は、第１４の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図であり、図６６は、図６
５に示した録画番組情報記憶部に格納される情報の一例を示す図である。
【０２７０】
　本実施形態に係る録画機器５は、第１の実施形態に係る録画機器に、ユーザ入力受付部
６３と、ブックマーク要求送信部１１９とを付加したものである。また、本実施形態にお
いては、再生制御部３３は、ユーザ入力受付部６３または再生指示受付部３７から番組の
再生要求を受けると、録画番組記憶部３１から指定された番組を取得して再生し、再生し
た番組の視聴済みフラグを立てる。図６６に示す例では、視聴済みフラグとして、未視
聴の番組には「０」が、視聴済みの番組には「１」が設定されている。この視聴済みフラ
グを含む番組情報が録画情報サーバ４に提供される。
【０２７１】
　ユーザ入力受付部６３は、録画番組の再生中や録画シーン一覧の表示中に、操作パネル
やリモコンからユーザによって入力されるブックマーク登録の指示を受け付け、ブックマ
ーク要求送信部１１９に、指定された番組またはシーンの店舗情報をブックマーク登録す
るためのブックマーク要求の送信を指示する。
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【０２７２】
　ブックマーク要求送信部１１９は、ユーザ入力受付部６３からの指示に従い、録画機器
５から、お気に入りカテゴリに店舗を追加するためのブックマーク要求を送信する。
【０２７３】
　図６７は、第１４の実施形態に係るユーザ端末が行うソート済み店舗情報の表示処理を
示すフローチャートである。
【０２７４】
　ユーザ入力受付部７０は、店舗情報の取得指示をユーザから受け付けると、位置情報取
得部９７に位置情報の取得を指示する（ステップＳ２０５）。位置情報取得部９７は、ユ
ーザ入力受付部７０からの指示に応じて、位置情報を取得する（ステップＳ２０６）。位
置情報送信部９８は、位置情報取得部９７が取得した位置情報を録画情報サーバ４に送信
する（ステップＳ２０７）。次に、店舗情報受付部９９は、録画情報サーバ４からソート
済み店舗情報を受け付けると（ステップＳ２０８）、受け付けたソート済み店舗情報を表
示部７５に表示させる（ステップＳ２０９）。
【０２７５】
　図６８は、第１４の実施形態に係る録画機器が行う録画番組情報更新処理を示すフロー
チャートである。
【０２７６】
　再生指示受付部３７は、録画番組の再生要求を受け付けると（ステップＳ２１０）、再
生制御部３３に再生要求で指定される録画番組の再生を指示する（ステップＳ２１１）。
再生制御部３３は、指定された録画番組を再生すると、録画番組情報記憶部の視聴済みフ
ラグを更新する（ステップ２１２）。
【０２７７】
　図６９は、第１４の実施形態に係る録画情報サーバが行う店舗情報ソート処理を示すフ
ローチャートである。
【０２７８】
　位置情報受付部１１４が位置情報を受け付けると（ステップＳ２２０）、位置情報受付
部１１４は、録画番組情報抽出部５０に録画番組情報の抽出を指示する（ステップＳ２２
１）。録画番組情報抽出部５０は、録画番組情報記憶部４５から録画番組情報を取得し、
抽出した録画番組情報を録画シーン情報抽出部５１に出力する（ステップＳ２２２）。録
画シーン情報抽出部５１は、シーン情報記憶部４２からシーン情報を取得し（ステップＳ
２２３）、取得した録画番組情報と、シーン情報とを関連付けて店舗情報を作成する（ス
テップＳ２２４）。次に、ソート部１１５は、録画シーン情報抽出部５１が作成した店舗
情報を取得する（ステップＳ２２５）。また、ソート部１１５は、ブックマーク情報記憶
部１１８に格納されているブックマーク情報と位置情報受付部１１４から位置情報とを取
得する（ステップＳ２２６）。ソート部１１５は、取得した位置情報、ブックマーク情報
に基づき、店舗情報をソートする（ステップＳ２２７）。店舗情報送信部１１６は、ソー
ト部１１５によって作成されたソート済み店舗情報をユーザ端末７に送信する（ステップ
Ｓ２２８）。
【０２７９】
　以上の制御処理を行うことによって、図６２で示したように店舗情報をユーザ端末７に
表示することができる。
【０２８０】
　尚、本実施形態では、録画機器５で録画された番組とは無関係の店舗を分類する「その
他」のカテゴリが設けられているが、このカテゴリはなくても良い。また、録画機器５で
録画された番組で紹介された店舗に関する情報は３つのカテゴリに分類されているが、こ
のカテゴリ数は任意である。
【０２８１】
　（第１５の実施形態）
　本実施形態に係る録画情報サーバは、ユーザ端末の現在位置だけでなく、ユーザ端末の
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移動履歴に基づいて、ユーザがよく訪れるエリアの店舗情報を優先的に表示する点に特徴
を有する。以下、本実施形態と第１４の実施形態との相違点を中心に説明する。
【０２８２】
　図７０は、第１５の実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック図である。
【０２８３】
　本実施形態に係るユーザ端末７は、第１４の実施形態に係るユーザ端末７に、更に、位
置情報蓄積部２０２を追加したものである。
【０２８４】
　位置情報蓄積部２０２は、位置情報取得部９７が取得した位置情報を所定期間分記憶す
る。尚、位置情報取得部９７による位置情報の取得は、所定時間毎にあるいは予め決まっ
た時間に定期的に行っても良いし、ユーザからの指示に基づいて行っても良い。
【０２８５】
　位置情報送信部９８は、位置情報蓄積部２０２から過去一定期間分の位置情報を読み出
し、読み出した一定期間分の位置情報を録画情報サーバ４に送信する。
【０２８６】
　録画情報サーバ４（図６４）において、位置情報受付部１１４は、ユーザ端末７から送
信された一定期間分の位置情報を受け付けると、録画番組情報抽出部５０に録画番組情報
の抽出を指示する。また、位置情報受付部１１４は、受け付けた一定期間分の位置情報を
後述するソート処理で使用するために、ソート部１１５に出力する。
【０２８７】
　ソート部１１５は、ブックマーク情報記憶部１１８から取得したブックマーク情報と、
位置情報受付部１１４から取得した位置情報とに基づき、録画シーン情報抽出部５１から
出力される録画シーン情報をソートしてソート済み店舗情報を生成する。この際、ソート
部１１５は、位置情報受付部１１４から受け取った一定期間分の位置情報に基づいて最も
訪問回数の多いエリアを求め、最も訪問回数が多いエリアに近い順に店舗情報を並び替え
る。ソート部１１５は、ソート済み店舗情報を店舗情報送信部１１６に出力する。
【０２８８】
　その後、店舗情報送信部１１６は、ソート部１１５から出力されたソート済み店舗情報
をユーザ端末７に送信する。
【０２８９】
　このように、ユーザの過去の移動履歴に基づいて店舗情報をソートすることにより、通
勤・通学経路等のユーザがよく訪れるエリアの店舗情報を優先的に表示することが可能と
なり、各ユーザの行動に応じた利用しやすい情報を提供することが可能となる。
【０２９０】
　（第１６の実施形態）
　本実施形態に係る録画情報サーバは、第１４の実施形態で録画機器の録画状況を取得す
るために用いられていた録画番組情報に代えて、録画機器で実際に録画番組を再生したロ
グである再生履歴情報を用いる点に特徴を有する。以下、本実施形態と第１４の実施形態
との相違点を中心に説明する。
【０２９１】
　図７１は、第１６の実施形態に係る録画情報サーバの機能ブロック図である。
【０２９２】
　本実施形態に係る録画情報サーバ４は、第１４の実施形態（図６４）で示した録画番組
情報要求部４３と、録画番組情報受付部４４と、録画番組情報記憶部４５と、録画番組情
報抽出部５０とに代えて、再生履歴情報要求部２０３と、再生履歴情報受付部２０４と、
再生履歴情報記憶部２０５と、再生履歴情報抽出部２０６を設けたものである。
【０２９３】
　再生履歴要求部２０３は、録画機器５に対して、再生履歴情報を要求するための再生履
歴情報要求を送信する。この再生履歴情報要求には、要求する録画情報の期間（開始日時
と終了日時）または開始日時を含めても良い。
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【０２９４】
　再生履歴情報受付部２０４は、録画機器５から送信される再生履歴情報を受信する。再
生履歴情報受付部２０４は、受信した再生履歴情報に録画機器５の機器ＩＤを付加した情
報を再生履歴情報記憶部２０５に格納する。
【０２９５】
　再生履歴情報記憶部２０５は、録画機器５から送信された再生履歴情報を記憶する。再
生履歴情報は、番組を特定するための情報と、番組の再生開始位置と、番組の再生終了位
置とを少なくとも含む。番組を特定するための情報としては、例えば、放送ＩＤ、放送開
始時刻及び放送終了時刻の組み合わせを利用しても良いし、コンテンツＩＤを用いても良
い。
【０２９６】
　再生履歴情報抽出部２０６は、再生履歴情報記憶部２０５に格納されている再生履歴情
報を取得し、番組毎に関連付けられている再生開始位置及び再生終了位置の差分から再生
時間を求め、この再生時間が所定時間以上であるか否かを判定する。求めた再生時間が所
定の閾値以上である場合には、再生履歴情報抽出部２０６は、該当する番組が録画機器５
において視聴されたと判定し、それ以外の場合は視聴されていないと判定する。このよう
に、現実の再生時間に基づいて視聴の有無を判定することにより、再生開始直後に停止さ
れた場合のように、実質的に番組の視聴されていないとみなせるケースを除外することが
でき、視聴された番組の情報をより精度良く抽出することができる。再生履歴情報抽出部
２０６は、再生履歴情報に基づいて視聴されたと判定した番組の情報を抽出し、録画シー
ン情報抽出部に渡す。
【０２９７】
　図７２は、第１６の実施形態に係る録画機器の機能ブロック図である。
【０２９８】
　本実施形態に係る録画機器５は、第１４の実施形態（図６５）で示した録画番組情報要
求受付部３５と、録画番組情報送信部３６とに代えて、再生履歴情報要求受付部２０７と
、再生履歴情報送信部２０８とを設け、更に、再生履歴情報記憶部２０９を付加したもの
である。
【０２９９】
　再生履歴情報要求受付部２０７は、録画情報サーバ４からの再生履歴情報要求を受け付
け、再生履歴情報送信部２０８に再生履歴情報の送信を指示する。
【０３００】
　再生履歴情報送信部２０８は、録画情報サーバ４から受信した再生履歴情報要求に応答
して、再生履歴情報記憶部２０９に格納される再生履歴情報を取得し、取得した再生履歴
情報を自身の機器ＩＤと共に録画情報サーバ４に送信する。再生履歴情報送信部２０８は
、録画情報サーバ４からの要求を受け付けてから再生履歴情報を送信する代わりに、予め
決まった時刻に再生履歴情報を送信したり、一定の時間間隔毎に再生履歴情報を送信した
り、録画機器５において予め決まった動作（起動、録画完了など）が発生したときに再生
履歴情報を送信したりしても良い。
【０３０１】
　再生履歴情報記憶部２０９は、再生制御部３３が録画番組記憶部３１に格納された録画
番組を再生する度に、番組を特定するための情報と、番組の再生開始位置と、番組の再生
終了位置とを記憶する。再生開始位置及び再生終了位置は、録画番組の先頭からの経過時
間によって表すことができる。また、再生履歴情報記憶部２０９は、録画番組記憶部３１
から削除された場合でも所定期間保持される。
【０３０２】
　図７３は、第１６の実施形態に係る録画情報サーバが行うソート済み店舗情報の表示処
理を示すフローチャートである。
【０３０３】
　位置情報受付部１１４が位置情報を受け付けると（ステップＳ２３０）、位置情報受付
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部１１４は、再生履歴情報抽出部２０６に再生履歴情報の抽出を指示する（ステップＳ２
３１）。再生履歴情報抽出部２０６は、再生履歴情報記憶部２０５から再生履歴情報を取
得し、再生開始位置及び再生終了位置に基づいて各番組が視聴されたか否かを判定し、視
聴されたと判定された番組の情報を抽出する（ステップＳ２３２）。再生履歴情報抽出部
２０６は、抽出した録画番組情報を録画シーン情報抽出部５１に出力する。録画シーン情
報抽出部５１は、シーン情報記憶部４２からシーン情報を取得し（ステップＳ２３３）、
取得した録画番組情報と、シーン情報とを関連付けて店舗情報を作成する（ステップＳ２
３４）。次に、ソート部１１５は、録画シーン情報抽出部５１が作成した店舗情報を取得
する（ステップＳ２３５）。また、ソート部１１５は、ブックマーク情報記憶部１１８に
格納されているブックマーク情報を取得する（ステップＳ２３６）。ソート部１１５は、
取得した位置情報、ブックマーク情報に基づき、店舗情報をソートする（ステップＳ２３
７）。店舗情報送信部１１６は、ソート部１１５によって作成されたソート済み店舗情報
をユーザ端末７に送信する（ステップＳ２３８）。
【０３０４】
　以上の制御処理を行うことによって、ユーザが録画機器５に録画して一定時間以上視聴
した番組の中で照会された店舗の情報を抽出し、抽出した店舗情報をユーザ端末７の現在
位置に近い順にユーザ端末７に表示することができる。
【０３０５】
　（その他の変形例）
　尚、上記の第１４～１６の実施形態では、録画機器５で作成された録画番組情報を用い
て店舗情報を抽出した例と、録画機器５で作成された再生履歴情報を用いて店舗情報を抽
出した例とを説明した。録画機器５から録画情報サーバ４へと渡す情報としては、次のよ
うなバリエーションが考えられる。
【０３０６】
　（１）録画番組情報及び再生履歴情報の両方
　上記の第１４及び１６の実施形態を組み合わせて、録画機器５から録画情報サーバ４へ
と、録画番組情報及び再生履歴情報の両方を渡しても良い。録画番組情報は、録画機器５
に記録されている番組一覧を表示するために作成されるものであるため、削除された番組
の情報は録画番組情報には含まれない。一方、再生履歴情報は、削除した番組も含めて、
過去一定期間の再生ログを含む。そこで、録画番組情報と再生履歴情報とを組み合わせる
ことによって、録画情報サーバ４では、過去一定期間に再生された全ての番組と、録画さ
れているが未だ再生されていない番組との両方を把握することが可能となる。このような
構成によれば、視聴済みの番組を正確に把握できるので、ユーザ端末７の現在地近くにあ
る店舗の情報を表示する際に、視聴済みの番組で紹介された店舗と、未視聴の番組で紹介
された店舗とをより正確に区分けしてユーザ端末７に提示することが可能となる。
【０３０７】
　（２）再生履歴情報のみ
　録画機器５から録画情報サーバ４へと再生履歴情報のみを渡す例は、上記の第１６の実
施形態に相当する。この場合、再生履歴情報から把握される再生時間に基づいて実質的に
視聴されていない番組を選別することは可能であるが、一度も再生されていない番組の情
報は再生履歴には記録されないので、未再生の番組で照会された店舗は抽出対象外となる
。ただし、ユーザにとっては、実際に視聴した番組で紹介された店舗の情報が得られるこ
とが有意義であると考えられるので、この構成を採用した場合でも、ユーザにとって有用
性の高い情報を提示することができる。
【０３０８】
　尚、再生履歴情報を用いる場合には、単純に再生開始位置から再生終了位置によって視
聴箇所を特定し、シーン情報から、特定した視聴箇所で紹介された店舗の情報を抽出する
ことによって、店舗情報を取得しても良い。また、再生履歴情報には、早送りや早戻し、
スキップ等の履歴も記録されているので、再生開始位置及び再生終了位置に基づいて求め
た再生時間から、早送りや早戻し、スキップ等で視聴されなかった部分を除外することに
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よって、より正確に番組の視聴済み箇所を特定しても良い。
【０３０９】
　（３）録画番組情報及び消去履歴情報の両方
　録画番組情報と消去履歴情報の両方を、録画機器５から録画情報サーバ４へと渡しても
良い。消去履歴情報は、録画番組が削除された際に記録され、過去一定期間に削除された
番組の情報を含む。消去履歴情報は、例えば、番組を特定する情報と視聴済みフラグとを
少なくとも含む。消去履歴情報は、録画番組情報と同じデータフォーマットであっても良
い。録画番組情報と消去履歴情報とを併せて用いることによっても、過去一定期間に再生
された全ての番組と、録画されているが未だ再生されていない番組との両方を把握するこ
とが可能となる。したがって、このような構成によっても、ユーザ端末７の現在地近くに
ある店舗の情報を表示する際に、視聴済みの番組で紹介された店舗と、未視聴の番組で紹
介された店舗とをより正確に区分けしてユーザ端末７に提示することが可能となる。
【０３１０】
　（４）録画番組情報のみ
　録画機器５から録画情報サーバ４へと録画番組情報のみを渡す例は、上記の第１４の実
施形態に相当する。この場合、再生後に削除された番組で紹介された店舗の情報を抽出す
ることはできないが、録画機器５に保持されている録画番組で紹介された店舗の情報を簡
易に抽出することができる。
【０３１１】
　また、上記の第１４～１６の実施形態において、店舗情報をソートする際には、番組情
報と紐付けられたシーン情報に含まれる店舗の出現回数の降順にソートすることが好まし
い。このように構成すれば、ユーザが録画した番組内で多く照会された順に店舗情報を並
べて表示することが可能となる。
【０３１２】
　更に、上記の第１４の実施形態で説明した、ユーザ端末７の現在位置を示す位置情報を
録画情報サーバ４に送信する例と、上記の第１５の実施形態で説明した、ユーザ端末７の
移動履歴を示す過去一定期間の位置情報を録画情報サーバ４に送信する例とを組み合わせ
て、現在位置または移動履歴のいずれに基づいて店舗情報を表示するかを、ユーザ端末７
においてユーザが選択できるようにしても良い。
【０３１３】
　更に、上記の第１５の実施形態において、録画情報サーバ４が、ユーザ端末７から取得
した移動履歴に基づいて最も訪問頻度が高いエリアに近い店舗情報をソートすることに代
えて、訪問頻度が高いエリア毎に店舗情報をソートしても良い。このように構成すれば、
ユーザの訪問頻度が高いエリアが複数ある場合でも、各エリア近い店舗情報を提示するこ
とができるので、ユーザにとって有意義な情報を提示することが可能となる。
【０３１４】
　更に、上記の第１４～１６の実施形態に代えて、ユーザ端末７から録画情報サーバ４へ
と録画番組の再生を指示した際に、再生指示された録画番組を特定する情報を録画情報サ
ーバ４で記憶し、記憶した録画番組を特定する情報に基づいて視聴済みの番組を判定して
も良い。
【０３１５】
　更に、上記の第１４～１６の実施形態において、録画機器５が過去に録画した全ての番
組で紹介された店舗情報の登場回数を累計しても良いし、現に録画機器５に録画されてい
る番組で紹介された店舗情報のみの登場回数を累計しても良い。
【０３１６】
　更に、上記の第１４～１６の実施形態において、録画情報サーバ４は、録画機器５から
取得した録画番組情報、再生履歴情報及び消去履歴情報を蓄積しても良い。このように構
成すれば、録画情報サーバ４において、録画機器５で再生された番組を過去に遡って参照
することができる。この場合、録画情報サーバ４は、録画番組情報、再生履歴情報及び消
去履歴情報に記録された録画日等の時間情報に基づき、過去一定期間（例えば、過去１年
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間）の情報のみを蓄積しても良い。
【０３１７】
　更に、上記の第１４～１６の実施形態では、録画情報サーバ４は、ユーザ端末７からの
位置情報の送信に応答して店舗情報のソート処理を行っているが、録画番組情報または再
生履歴情報の抽出処理からソートまでの処理は、所定期間毎（例えば、一日毎）にバッチ
処理で行っても良い。このように構成すれば、店舗情報のソート処理に要するサーバの処
理負荷を軽減できる。
【０３１８】
　更に、上記の第１４～１６の実施形態において、録画情報サーバ４が抽出する店舗の情
報は、録画機器５で再生された番組で紹介されたものに限定しても良い。
【０３１９】
　更に、上記の第１４～１６の実施形態において、録画情報サーバ４は、接続されている
複数の録画機器５全てから取得した情報を用いて、登場回数の多い店舗を抽出し、抽出し
た情報をユーザ端末７に提示しても良い。例えば、録画情報サーバ４が、全ての録画機器
５での録画番組と再生番組とに基づいて求めた視聴率や、全ての録画機器５における各番
組の再生回数や、全ての録画機器５における各番組の録画回数、各番組を再生した録画機
器５の割合（再生率）、各番組を録画した録画機器５の割合（録画率）等の統計データに
基づいて、店舗情報を集計及びソートしても良い。
【０３２０】
　更に、上記の第１４～１６の実施形態において、録画情報サーバ４は、録画機器５が録
画した番組で紹介された店舗の情報や、録画機器５が再生した番組で紹介された店舗の情
報を、放送番組全体での登場回数が多い順にソートしても良い。放送番組全体で紹介され
た回数が多い番組は、それだけ注目度の高い店舗と言える。この放送番組全体の登場回数
は、録画情報サーバ４がシーン情報に含まれる店舗の情報を集計することによって求める
ことができる。放送番組全体の登場回数の集計期間は、例えば過去１年のような一定期間
でも良いし、特に定めなくても良い。
【産業上の利用可能性】
【０３２１】
　本発明は、ネットワーク経由で制御可能な録画機器やセットトップボックス等に利用で
きる。
【符号の説明】
【０３２２】
４　録画情報サーバ
５　録画機器
７　ユーザ端末
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